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  第 ２ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和６年７月２日(火曜日) 

            午前10時３分開議 

            午前11時48分休憩 

            午後０時58分開議 

            午後２時48分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和６年度熊本県一般会計補

正予算(第１号) 

議案第４号 令和６年度熊本県電気事業会

計補正予算(第１号) 

報告第１号 令和５年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう 

 ち 

報告第４号  令和５年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計繰越明許

費繰越計算書の報告について 

報告第５号 令和５年度熊本県一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告についてのう

ち 

報告第８号 令和５年度熊本県電気事業会

計建設改良費繰越額の使用に関する計画

の報告について 

報告第９号 令和５年度熊本県電気事業会

計事故繰越額の使用に関する計画の報告

について 

報告第10号 令和５年度熊本県工業用水道

事業会計建設改良費繰越額の使用に関す

る計画の報告について 

請第15号 「地方消費者行政に対する財政

支援(交付金等)の継続・拡充を求める意

見書」の提出を求める請願 

請第16号 「地方消費者行政に対する財政

支援(交付金等)の継続・拡充を求める意

見書」の提出を求める請願 

請第17号 「消費者自立のための生活再生

総合支援事業」の継続を求める請願 

委員会提出議案 地方消費者行政に対する

財政支援(交付金等)の継続・拡充を求め

る意見書(案) 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

①熊本県地下水保全推進本部について 

②水俣病対策の状況について 

③「水俣湾環境対策基本方針」に基づ

く水俣湾の環境調査結果及び水俣湾

埋立地の点検・調査結果（令和５年

度） 

④熊本県中小企業振興基本条例に基づ

く取組みについて 

⑤ＵＸイノベーションハブ整備方針に

ついて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 西 山 宗 孝 

        副委員長 城 戸   淳 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 河 津 修 司 

        委  員 立 山 大二朗 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 小 原 雅 之 

       政策審議監 清 田 克 弘 

         医 監 山 口 喜久雄

        環境局長 鈴   和 幸 

      県民生活局長 中 川 博 文 

      環境政策課長 木 原   徹 

     水俣病保健課長 山 本 智 勇 

     水俣病審査課長 佐 藤   豊 
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       首席審議員 

   兼環境立県推進課長 原 田 義 隆 

      環境保全課長 廣 畑 昌 章 

首席審議員 

     兼自然保護課長 蓑 田 公 彦 

    循環社会推進課長 村 岡 俊 彦 

 くらしの安全推進課長 岸 森 法 夫 

     消費生活課長 三 角 登志美 

男女参画・協働推進課長 板 橋 麻 里 

   人権同和政策課長 早 田 吉 秀 

商工労働部 

        部 長 三 輪 孝 之 

      総括審議員 

     兼政策審議監 上 田 哲 也 

   商工雇用創生局長 佐 﨑 一 晴 

     産業振興局長 野 中 眞 治 

     商工政策課長 山 田 純 子 

   商工振興金融課長 田 浦 貴 久 

   労働雇用創生課長 時 田 一 弘 

首席審議員 

    兼産業支援課長 辻 井 翔 太 

  エネルギー政策課長 吉 澤 和 宏 

     企業立地課長 元 田 啓 介 

観光戦略部 

        部 長 倉 光 麻里子 

      政策審議監 脇   俊 也 

   観光国際政策課長 櫟 本 麻 理 

     観光企画課長 永 田 清 道 

     観光振興課長 浦 本 雄 介 

 販路拡大ビジネス課長 宮 﨑 公 一 

企業局 

        局 長 深 川 元 樹 

     総務経営課長 馬 場 幸 一 

       工務課長 福 本 政 洋 

労働委員会事務局 

        局 長 木 村 和 子 

     審査調整課長 守 屋 芳 裕 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 松 永   築 

   政務調査課課長補佐 近 藤 隆 志 

     ――――――――――――――― 

  午前10時３分開議 

○西山宗孝委員長 ただいまから第２回経済

環境常任委員会を開会いたします。 

 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上

げます。 

 さきの委員会で委員長を拝命いたしました

委員長の西山宗孝でございます。 

 今後１年間、城戸副委員長と共々委員会の

円滑な運営ができますように、一生懸命誠心

誠意頑張ってまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 また、各委員の皆様におかれましては、御

指導、御鞭撻を賜りますようにお願い申し上

げます。 

 執行部の皆様方におかれましては、重要な

案件ばかりでございますので、御協力のほど

よろしくお願い申し上げまして挨拶としま

す。よろしくお願いします。 

 引き続き、副委員長の城戸議員より挨拶を

お願いいたします。 

 

○城戸淳副委員長 おはようございます。さ

きの委員会で副委員長に選任いただきました

城戸でございます。 

 今後１年間、西山委員長を補佐し、一生懸

命円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。

各委員、また、執行部の皆様方には、御協力

をよろしくお願いいたします。 

 簡単でございますが、御挨拶に代えさせて

いただきます。ありがとうございます。 

 

○西山宗孝委員長 本日の委員会は、執行部

を交えての初めての委員会でありますので、

初めに、執行部の幹部の自己紹介をお願いし

たいと思います。 

 課長以上については、自席からの自己紹介

とし、審議員ほかについては、お手元にお配
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りしております役付職員名簿により紹介に代

えさせていただきます。 

 それでは、小原環境生活部長から、役付職

員の名簿の順番により、自席から自己紹介を

お願いいたします。 

   (環境生活部長、政策審議監～審査調整

課長の順に自己紹介) 

○西山宗孝委員長 ありがとうございまし

た。 

 １年間、このメンバーで審議を行いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。最後

の４日間の方もおられますけれども……、審

議をしていきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、主要事業等の説明に入ります

が、質疑については、執行部の説明の後、一

括して受けたいと思います。 

 なお、本日の委員会は、インターネット中

継しておりますので、委員並びに執行部にお

かれましては、発言内容が聞き取りやすいよ

うに、マイクに向かって明瞭に発言をいただ

きますようお願いします。 

 また、執行部の説明は、多岐にわたる審議

でございますので、着座のままで簡潔にお願

いをいたします。 

 まず、環境生活部長から付託議案等も含め

て総括説明を行い、続いて、担当課長から主

要事業について資料に従い説明をお願いいた

します。 

 

○小原環境生活部長 環境生活部でございま

す。 

 議案等の説明に入ります前に、環境生活部

の最近の取組について、２点御報告いたしま

す。 

 １点目は、地下水保全についてでございま

す。 

 県政の重要課題であります地下水の保全に

ついては、課題を全庁的に解決するため、知

事を本部長とする熊本県地下水保全推進本部

を立ち上げ、去る５月27日に第１回本部会議

を開催いたしました。 

 当推進本部では、地下水の水量と水質、両

面の課題解決に向け、具体的な取組を検討

し、実行可能なものから速やかに実施すると

ともに、情報発信を強化し、県民の皆様の地

下水に対する不安を払拭できるよう、全力で

取り組んでまいります。 

 ２点目は、水俣病犠牲者慰霊式後の対応を

めぐる動きについてです。 

 環境大臣と関係団体の皆様との再懇談につ

いては、７月８日から11日の日程で実施され

る予定です。私も、知事とともに参加し、直

接御要望などをお聞きし、課題解決に向け少

しでも前進するよう取り組んでまいります。 

 それでは、環境生活部の主要事業等につい

て御説明申し上げます。 

 令和６年度組織機構図及び役付職員名簿の

冊子の１ページをお願いいたします。 

 当部は、政策審議監の下に３課、環境局

長、県民生活局長の下におのおの４課、合わ

せて本庁11課及び出先機関として水俣市にあ

ります環境センターで構成しておりまして、

職員数は、合計で181名でございます。 

 次に、別の冊子でございますが、令和６年

度主要事業及び新規事業の１ページをお願い

いたします。 

 今年度の当初予算につきましては、骨格予

算でございましたので、今年度予算の全体を

お示しするため、今議会に御提案させていた

だいております肉づけ等の補正予算も含めた

表として整理しております。この６月補正予

算を含めた今年度の予算として、一般会計と

特別会計を合わせまして、175億800万円余を

計上しております。 

 主な取組について御説明いたします。 

 環境分野では、先ほど触れました地下水保

全の取組に加え、2050年県内ＣＯ₂排出実質

ゼロの実現に向けた取組を進めるとともに、

循環型社会の形成を目指し廃棄物の排出抑制
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等の啓発などに取り組んでまいります。 

 また、熊本の豊かな自然環境、景観を次の

世代に引き継ぐための保全に努め、国立公園

等の整備、活用にも取り組んでまいります。 

 県民生活分野では、消費者被害の未然防

止、早期救済のため、消費者行政の充実強化

を図るとともに、あらゆる分野における女性

の参画拡大のための女性活躍促進に向けた取

組や熊本県人権月間をはじめとした人権に関

する広報啓発の充実、性暴力などの犯罪被害

者の支援など、県民の生活を守り、安全、安

心で住みよい暮らしの実現に取り組んでまい

ります。 

 水俣病問題につきましては、認定審査を丁

寧かつ着実に進めるとともに、高齢化が進む

胎児性・小児性患者の方々の日常生活を支援

いたします。 

 また、水俣病の正しい情報を発信すること

により、偏見や差別の解消にも取り組んでま

いります。 

 次に、議案等の概要について御説明いたし

ます。 

 今回提出しております議案は、予算関係１

件、報告２件でございます。 

 まず、令和６年度６月補正予算でございま

すが、また、別冊になりますけれども、経済

環境常任委員会説明資料、こちらの１ページ

をお願いいたします。 

 今回の補正では、地下水の監視体制の強化

や国立公園満喫プロジェクト推進に係る事業

など、一般会計で総額２億900万円余を計上

しております。 

 また、繰越関係を２件御報告させていただ

きます。 

 このほか、その他報告事項としまして、熊

本県地下水保全推進本部についてなど３件御

報告申し上げます。 

 詳細につきましては、関係課長が御説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

○西山宗孝委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 令和６年度主要事業、新規事業説明資料の

２ページをお願いいたします。 

 チッソの金融支援でございます。 

 説明欄１、チッソの金融支援の経緯でござ

いますが、汚染原因者負担の原則を堅持しつ

つ、水俣病患者補償金の支払いに支障がない

よう、昭和53年以降、患者県債を発行し、チ

ッソに資金を貸し付ける形で金融支援を行い

ましたが、平成12年に、現在の形である抜本

的支援策が閣議了解され、その下の２、抜本

的支援策等の概要に記載のとおり、患者県債

方式を廃止し、既往公的債務について、(1)

県は、チッソが経常利益から患者補償金を支

払った後、可能な範囲で県への貸付金返済が

できるよう、所要の支払い猶予等を行うこ

と、(2)この支払い猶予等相当額について

は、国庫補助金と100％地方交付税措置のあ

る県債で対応することになりました。 

 その下の３、チッソの経営状況等につきま

しては、３ページ、説明欄の２段落目でござ

いますが、ウクライナ情勢等の影響もあり、

チッソの決算が、令和５年度以降、業績改善

計画の計画値を下回る見通しとなったため、

今年１月、国と県に対し、新たな計画策定と

返済猶予の申出がありました。県は、国から

の協力要請も踏まえ、平成７年政治解決一時

金貸付けの令和７、８年度償還分について

も、返済可能な範囲を超える部分の支払い猶

予を決定し、チッソは、今年２月に新たな業

績改善計画を策定いたしました。 

 次の４ページでございますが、チッソへの

貸付けに係る特別会計の令和６年度予算措置

と、その下にチッソの公的債務残高を掲載し

ております。 

 次の５ページ、説明欄の１、水銀フリー推
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進事業は、平成25年に本県で開催された水銀

に関する水俣条約外交会議で採択された水俣

条約を踏まえ、情報発信や水銀専門家育成支

援など、水銀を使わない水銀フリー社会の実

現に向けた取組を行うものです。 

 環境政策課は以上でございます。 

 

○山本水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 ６ページをお願いいたします。 

 項目欄１の医療対策の推進につきまして

は、水俣病被害者の方々の健康上の問題の軽

減を図るための取組です。 

 説明欄の表を御覧ください。 

 左側の被害者手帳をお持ちの方は、平成21

年制定の特措法により救済された方々、右側

の医療手帳をお持ちの方は、平成７年の政治

解決により救済された方々で、それぞれ給付

内容欄のとおり、医療費の自己負担分や療養

手当などの給付を行っているものです。 

 次に、項目欄２の水俣病関連情報の発信及

び保健福祉の充実です。 

 説明欄１の情報発信事業は、県が直接実施

する啓発事業です。 

 ２の情報発信支援事業は、水俣病発生地域

の市や町が行う取組を支援するものです。 

 ３の胎児性・小児性水俣病患者等の地域生

活支援事業は、患者の方々の日常生活や外出

等の社会参加の支援を行うものです。 

 ４の環境・福祉モデル地域づくり推進事業

は、保健福祉ネットワークの運営や慰霊式な

ど、関係の市や町が行う取組を支援する経費

です。 

 水俣病保健課は以上です。 

 

○佐藤水俣病審査課長 水俣病審査課です。 

 ７ページをお願いします。 

 当課では、いわゆる公健法に基づく水俣病

の認定審査業務を行っております。 

 説明欄の１ですが、認定申請者に対しまし

て、まず、(1)のとおり、審査の前提となる

疫学調査と検診を行います。その後、(2)の

とおり、認定審査会による審査会を経て、知

事による認定または棄却の決定を行うことに

なります。５月末現在の申請者数、いわゆる

未決定者数は331人でございます。 

 次に、２ですが、これは、水俣市などの指

定地域に５年以上の居住歴があり、申請から

１年を経過した申請者などに対し、知事によ

る決定があるまでの間、医療費等を支給する

事業でございます。５月末現在の対象者は、 

108人でございます。 

 次に、３ですが、これは、熊本大学医学部

と複数の医療機関をネットワークで結び、水

俣病の診療に関して、より専門的な指導や助

言ができるようにする事業でございます。 

 次のページをお願いします。 

 ２、訴訟等対応業務ですが、知事の棄却決

定に対する行政不服審査や訴訟への対応を行

っております。５月末現在の状況ですが、係

争中の訴訟が８件、行政不服審査が50件とな

っております。 

 水俣病審査課は以上です。 

 

○原田環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 ９ページをお願いします。 

 項目の１、地球温暖化対策の推進です。 

 説明欄の１、県民ゼロカーボン行動促進事

業では、家庭におけるＣＯ₂削減に向けて、

効果的な行動を取っていただくための普及啓

発に取り組みます。 

 ２の2050くまもとゼロカーボン推進事業

は、企業や県の脱炭素化の取組になります。 

 (1)は、県内企業等とともに、ＣＯ₂削減方

策を検討し、成果を中小企業へ横展開できる

よう取り組みます。 

 (2)は、事業活動温暖化対策計画書制度を

活用して、各企業における省エネ設備への転

換を電力会社や金融機関とも連携して促進し
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てまいります。 

 また、県有施設の脱炭素化の取組として、

(3)の初期投資ゼロモデルを活用したカーポ

ート型の太陽光パネルの設置や(5)の公用車

へのＥＶ導入を進めるなどをし、県の率先行

動に取り組んでまいります。 

 10ページをお願いします。 

 項目２、地下水の保全です。 

 地下水の恵みを将来にわたり県民が享受

し、活用していくことができるよう、地下水

の保全対策を推進します。 

 説明欄の１、半導体関連企業の集積に伴う

地下水保全対策事業ですが、企業の取水に対

する影響について、大学等とともにシミュレ

ーションを行って把握をするほか、地下水観

測井戸の増設による監視体制の強化、また、

さらなる水田湛水の推進などに取り組んでま

いります。 

 １つ飛びまして、３の熊本地域地下水保全

協働推進事業では、良質な地下水を次世代に

引き継ぐため、公益財団法人くまもと地下水

財団への支援を通じて、地下水涵養を進めて

まいります。 

 11ページをお願いします。 

 項目３の有明海・八代海等の再生につきま

しては、特措法に基づく県の計画や県議会の

提言に沿って、説明欄の１に記載しておりま

すが、学生への環境出前講座や、海辺や川辺

での一斉清掃活動を実施することとしており

まして、また、再生推進対策としまして、漁

協や大学と連携し、上流の河川の砂を利用し

た干潟でのアサリの生育状況や環境浄化のモ

ニタリングを実施します。 

 次に、下段の項目４、環境教育・学習の推

進です。 

 説明欄の１、環境センター運営事業です

が、ゼロカーボン行動ブック等を活用し、水

俣に学ぶ肥後っ子教室などで環境教育を実施

します。 

 また、次の12ページになりますが、くまも

と環境教育の推進としまして、県内の小中学

校や保育園等に出向いて環境出前講座を行い

ます。 

 環境立県推進課は以上です。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 13ページをお願いします。 

 項目１、大気質の保全対策の推進について

でございます。 

 説明欄の２、事業概要の(2)大気環境監視

事業では、県内35か所の大気測定局にて、大

気汚染物質について、24時間自動測定による

監視を行い、リアルタイムのデータをホーム

ページで公表しております。光化学スモッグ

など大気の汚染状況が悪化した場合は、関係

機関、登録いただいた県民に対して注意報等

を一斉メールで送信します。 

 14ページをお願いします。 

 項目２、ダイオキシン類対策の推進でござ

います。 

 説明欄の２、事業概要の(1)ダイオキシン

類環境監視事業では、県内を４つのブロック

に分け、大気、河川、地下水等の環境調査を

実施しております。今年度は、宇城・天草地

域において実施予定でございます。 

 項目３、アスベスト対策の推進でございま

す。 

 15ページ、上段の(2)特定粉じん排出等作

業監視事業では、建築物の解体等において、

作業基準が遵守されているかについて、立入

検査等を通じて監視するとともに、アスベス

トの大気中への漏えいがないか、濃度を測定

しております。 

 項目４、水質保全対策の推進でございま

す。 

 説明欄の２、事業概要の(1)公共用水域水

質常時監視事業及び(2)地下水質監視事業で

は、計画に基づき、公共用水域及び地下水の

汚濁状況を継続的に監視しております。 
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 また、(2)の地下水監視事業及び(3)の水質

汚濁規制では、工場、事業場に立入検査を行

い、必要な改善指導を行っております。 

 ３段目の項目５、規制外物質等の環境モニ

タリングでございますが、この事業は、半導

体関連企業の集積が進む中、県民をはじめ法

令等で規制されてない化学物質の排出を懸念

する声に対応するため、昨年度から実施して

いるもので、当初予算ベースでは新規事業と

なっております。 

 16ページをお願いします。 

 説明欄の２、事業概要の(1)半導体関連企

業の集積に伴う周辺環境モニタリングでは、

セミコンテクノパーク周辺等の河川、地下水

及び大気について、法令等で規制されてない

物質を対象に、新たな工場の稼働前後で変化

がないか、客観的かつ科学的に確認します。 

 調査結果は、専門家で構成する委員会の意

見を添えて公表するとともに、適切な対応に

つなげてまいります。 

 (2)有機フッ素化合物調査では、調査地点

を昨年度の17地点から大幅に増やし、県内の

主要な河川及び地下水73地点で、ＰＦＯＳ、

ＰＦＯＡを調査します。 

 ２段目の項目６、開発における環境配慮の

推進でございます。 

 説明欄の２、事業概要の(1)環境影響評価

審査費では、いわゆる環境アセスメントとし

て、環境に配慮した開発事業が行われるよ

う、法令に基づき、住民、行政、専門家の意

見を踏まえながら審査を行います。 

 次に、(2)の流水型ダム環境影響評価審査

費では、国が川辺川で計画している流水型ダ

ムの環境アセスメントを行うものです。４月

12日に準備レポートに対する知事意見を提出

し、現在、最終段階となる評価レポートの手

続が進められております。 

 17ページの項目７、水道事業の推進でござ

います。 

 説明欄の２、事業概要の(1)水道事業基盤

強化(広域化)推進では、令和５年３月に公表

しました広域化推進プランに基づく取組を市

町村と連携して推進します。 

 最後に、(5)の水道ビジョン策定事業で

は、第２期水道ビジョンについて、パブリッ

クコメントを行った上で、策定、公表いたし

ます。 

 環境保全課は以上です。 

 

○蓑田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 18ページをお願いします。 

 項目１の自然環境の保全は、本県の優れた

自然環境を次世代に引き継ぐため、保全すべ

き地域や希少な野生動植物を指定して、保

護・保全対策を実施するものです。 

 説明欄２の事業概要(1)及び(2)の事業は、

自然保護の意識向上や普及啓発のための事

業、あるいは希少野生動植物の保護管理事業

を実施するものです。 

 19ページをお願いします。 

 項目２の自然公園の保護、利用は、自然公

園内での開発を制限することで保護に努め、

公園を訪れる人が快適に利用できるよう、施

設を整備、管理するものです。 

 説明欄２の事業概要(2)の自然公園等施設

リニューアル事業は、自然公園内の県有施設

の補修等を行うものです。 

 (4)の国立公園満喫プロジェクト推進事業

は、阿蘇くじゅう国立公園及び雲仙天草国立

公園施設の整備や両国立公園で市町村が実施

します施設整備等に対する助成を行うことと

しております。 

 20ページをお願いいたします。 

 項目３の野生鳥獣の保護、管理及び狩猟

は、鳥獣保護管理法などに基づきまして、農

林業等の被害を軽減するために、有害鳥獣捕

獲等の管理を実施するものです。 

 説明欄２の(1)鳥獣保護等推進事業は、野

生鳥獣の保護管理を図るため、指導取締りや
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死亡野鳥の鳥インフルエンザ検査、野生イノ

シシの豚熱調査等を行うものです。 

 (2)特定鳥獣適正管理事業は、市町村が実

施します鹿の捕獲に対する助成や銃猟者の捕

獲技術等の向上を図るための研修を行うもの

です。 

 (4)指定管理鳥獣捕獲等事業は、通常の捕

獲が進まない奥地等を対象に、県が実施主体

となり、鹿、イノシシの捕獲事業を行うもの

です。 

 21ページをお願いします。 

 項目４の外来生物防除対策は、野生動植物

の生息、生育を脅かし、県民生活に被害を与

えるおそれのある特定外来生物の侵入防止や

駆除を実施するものです。 

 説明欄２の(1)特定外来生物防除対策事業

は、特定外来生物であるアライグマ被害対策

を行う市町村への補助や捕獲等に関する研修

を行うものです。 

 (2)特定外来生物スパルティナ属防除対策

事業は、汽水域に生育するアシに似た外来生

物でありますスパルティナ属の防除を行うも

のです。 

 自然保護課は以上でございます。 

 

○村岡循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 22ページをお願いします。 

 項目１の廃棄物の排出抑制、再使用、再生

利用の推進についてですが、事業概要(1)の

プラスチックごみ対策事業は、市町村や関係

団体等とプラスチックごみ削減やプラスチッ

ク資材の流出防止に連携して取り組むもので

す。 

 (2)のリサイクル製品等利用促進事業は、

リサイクル製品の認証や周知のほか、リサイ

クルに関する施設整備に対し支援を行うもの

です。 

 (3)のバイオマス利活用推進事業は、使用

済み天ぷら油などから作られるバイオディー

ゼル燃料の利活用を推進するもので、関係業

界への普及啓発等を行うものです。 

 (4)のごみゼロ県民運動推進事業は、県民

や事業者、行政が一体となって、ごみ削減に

向けた周知啓発、食べ残し等の食品廃棄物の

削減について啓発を行うものです。 

 23ページをお願いします。 

 (5)の産業廃棄物実態調査事業は、廃棄物

の排出量の推計と次期廃棄物処理計画策定に

向け、必要となる調査資料を今年度収集する

ものです。 

 項目２の廃棄物の適正処理の推進について

ですが、事業概要(1)の不法投棄等防止対策

事業は、産業廃棄物等の不法投棄等の発生防

止、早期改善のため、各保健所に廃棄物監視

指導員を配置し、パトロールなどを行うもの

です。 

 (2)の産業廃棄物事業者育成指導及び支援

事業は、収集運搬業の許可申請等に関して、

事業者への指導、研修等を行うものです。 

 (3)の海岸漂着物対策推進事業は、国の補

助金を活用し、市町村における海岸漂着物の

回収、処理や発生抑制対策を支援するもので

す。 

 (4)のエコアくまもと環境教育推進事業

は、南関町にある最終処分場、エコアくまも

とにおいて環境教育などを行うものです。 

 循環社会推進課は以上でございます。 

 

○岸森くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課です。 

 24ページをお願いします。 

 初めに、総合的な交通安全対策の推進です

が、これは、第11次熊本県交通安全計画に基

づき、県民への交通安全思想の普及啓発等を

図るものです。 

 このうち、３の交通安全特別啓発事業につ

きましては、令和３年３月に熊本県議会にお

いて決議されました交通安全水準のさらなる

向上に関する宣言を受けまして、飲酒運転の
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根絶及び自転車の安全利用について広報啓発

を行うものです。 

 25ページをお願いします。 

 安全安心まちづくりの推進ですが、犯罪の

起きにくい安全で安心な地域社会の実現を目

指すとともに、犯罪被害者等の支援を推進し

ていくものです。 

 このうち、２、犯罪被害者等支援推進事業

の(3)ワンストップ支援センター事業につき

ましては、性暴力被害者への支援を行うゆあ

さいどくまもとの運営を公益社団法人熊本被

害者支援センターに委託するものです。 

 (4)の犯罪被害者等見舞金につきまして

は、犯罪被害者の方の経済的負担を軽減する

ために支給しているものでございます。 

 27ページをお願いします。 

 食の安全安心の確保ですが、これは、熊本

県食の安全安心推進条例及び第５次食の安全

安心推進計画等に基づき、食品表示制度の普

及啓発や食品検査体制の構築などを推進する

ものでございます。 

 ２の食品品質表示指導事業のうち、(4)県

産アサリ産地偽装対策事業につきましては、

前年度に引き続き、アサリ産地偽装の根絶状

態を維持するため、産地偽装110番での情報

収集、小売店への抜き打ち調査や立入検査を

行うものでございます。 

 28ページをお願いします。 

 総合的な青少年施策の推進の１、グローバ

ルジュニアドリーム事業は、グローバル社会

に視野を向けた子供の育成を目的に、平成26

年度から小中学生を台湾へ派遣し、高雄市の

子供たちとの交流を行っているものです。 

感染症拡大の影響により、令和２年度から

４年度までは台湾への派遣を中断しておりま

したが、昨年度再開し、今年度も現地での交

流を予定しております。 

 くらしの安全推進課は以上です。 

 

○三角消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 29ページをお願いいたします。 

 項目欄１、消費者行政の充実強化でござい

ます。 

 令和５年度に県及び市町村に寄せられた相

談件数は、１万6,000件を超えました。 

 県消費生活センターでは、インターネット

通信販売、投資や副業トラブルに関する相談

が増加しております。このため、関係機関等

と連携し、消費者被害の未然防止等を進めて

おります。 

 説明欄２、消費生活相談・啓発事業は、県

消費生活センターにおける相談の実施等でご

ざいます。 

 30ページをお願いいたします。 

 説明欄３、地方消費者行政推進事業は、市

町村の消費者行政の体制強化の支援等を図る

ものです。 

 ４、消費者自立のための生活再生総合支援

事業は、多重債務者や自然災害等による生活

資金不足等の理由により生活再生の支援が必

要な方に対し、家計診断や債務整理、生活資

金の貸付けなど、総合的な支援を行うもので

ございます。 

 消費生活課は以上です。 

 

○板橋男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課です。 

 31ページをお願いいたします。 

 まず、項目１の協働の推進です。 

 事業概要は、ＮＰＯ法に基づき、ＮＰＯ団

体に法人格を与える認証や運営組織や適正な

事業活動など、一定の基準に適合したものに

対する認定を行い、ＮＰＯ法人の社会的信用

の向上を図ります。また、意欲的に活動する

ＮＰＯ法人に運営面で伴走型の支援等を行う

ものです。 

 次に、項目２、男女共同参画の推進です。 

 性別に関わりなく、誰もがその個性と能力

を十分に発揮することができる男女共同参画
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社会の実現に向け、第５次熊本県男女共同参

画計画等に基づき、県民、市町村、事業者等

と連携し、総合的かつ計画的に取組を進めて

まいります。 

 (1)男女共同参画社会形成促進事業では、

次期第６次の男女共同参画計画策定に向けた

県民意識調査を実施いたします。 

 32ページをお願いいたします。 

 (7)のくまもとの女性活躍促進事業では、

あらゆる分野における女性の参画拡大を加速

させるため、企業における女性の活躍促進に

向けた取組を国の交付金を活用して実施いた

します。 

 将来的な役員候補やキャリアアップを目指

す方のための女性経営参画塾や経営者層の意

識改革を図るための企業トップセミナー等を

行います。また、女性活躍の必要性、意識高

揚を図るイベントのヒゴロッカサミットを開

催いたします。 

 33ページをお願いいたします。 

 項目３、くまもと県民交流館における県民

の活動支援です。 

 くまもと県民交流館パレアは、県民の自発

的で主体的な活動を支援する拠点施設とし

て、ＮＰＯ・ボランティア、男女共同参画、

生涯学習推進などの活動支援を行っていま

す。施設の管理及び事業運営につきまして

は、平成22年度から指定管理者制度を導入し

ております。 

 (1)くまもと県民交流館管理運営事業は、

指定管理委託料や施設の維持管理費用、ビル

管理組合負担金等の経費となります。 

 男女参画・協働推進課は以上です。 

 

○早田人権同和政策課長 人権同和政策課で

す。 

 34ページをお願いします。 

 当課では、部落差別、同和問題をはじめと

する様々な人権問題の解決に向けて、人権施

策・啓発の推進に取り組むこととしておりま

す。 

 ２の事業概要です。 

 (1)人権施策推進事業は、庁内関係各課と

の連絡調整、県内の行政機関、議会、企業等

と連携して、さらに有識者などからも意見を

伺いながら、より実効性のある施策を推進す

るための経費です。 

 また、今年度は、人権に関する県民意識調

査を実施するほか、熊本県人権教育・啓発基

本計画の第５次改定を行う予定です。 

 (2)人権啓発活動市町村委託事業及び(3)広

報・啓発事業は、国の地方委託事業を活用し

た事業です。 

 ２の(2)の事業は、市町村が実施する講演

会、研修会などの啓発活動を支援するもので

す。 

 (3)の事業は、当課が直接行う事業で、講

演会や12月に開催します人権フェスティバ

ル、新聞などのマスメディアを活用した広

報、啓発活動に取り組むものです。 

 (4)研修・人材育成・相談事業は、研修会

の開催などを通じた人材育成と人権全般に関

する県民からの相談対応を行うものです。 

 (6)地方改善事業費は、市町村が設置、運

営する隣保館の施設整備や相談事業などに対

する支援の経費です。 

 (7)人権問題連携調整費は、行政や関係団

体などと連携した啓発活動に関する経費で

す。 

 人権同和政策課は以上です。 

 

○西山宗孝委員長 次に、商工労働部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から資料

に従い説明をお願いします。 

 初めに、三輪商工労働部長。 

 

○三輪商工労働部長 商工労働部でございま

す。 

 主要事業等の説明に先立ち、県内の景気、

雇用情勢、企業誘致の状況につきまして概要
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を申し上げます。 

 初めに、昨日公表された日銀の金融経済概

観では、「熊本県内の景気は、回復してい

る。先行きについては、海外の経済動向や資

源価格の動向、企業の賃金・価格設定行動等

の影響を注視していく必要がある。」とされ

ています。 

 また、５月の本県の有効求人倍率は1.21倍

と、前月から0.04ポイントの低下となりまし

た。雇用情勢については、物価の上昇で高齢

者を中心に企業の求人に対して新たに仕事を

求める動きが高まっていることなどを背景

に、有効求人倍率は僅かに減少したが、堅調

な状況が続いている、引き続き、物価高が雇

用に与える影響を注視していきたいとされて

います。 

 続きまして、企業誘致の状況についてでご

ざいます。 

 令和５年度の企業立地協定件数は、前年度

を大幅に上回る72件となり、３年連続で過去

最高を更新いたしました。 

 内訳を見ますと、半導体関連企業の立地件

数が23件と、過去最高を記録したほか、オフ

ィス系企業も31件と、７年連続で過去最高を

更新しています。 

 また、５月末には、ソニーグループが合志

市にイメージセンサーの新工場を建設すると

発表されました。 

 熊本の半導体産業のさらなる積極的な投資

を後押しするためにも、幅広い企業を対象と

した財政支援を行うよう、５月23日に国に要

望をしてまいりました。 

 その際、国においては、半導体産業の振興

にしっかり取り組んでいく旨の発言をいただ

くとともに、令和６年度の政府の骨太方針に

おいて「産業競争力の強化及び経済安全保障

の観点から、ＡＩ・半導体分野での国内投資

を継続的に拡大していく必要があ」り、「必

要な財源を確保しながら、複数年度にわた

り、大規模かつ計画的に量産投資や研究開発

支援等の重点的投資支援を行うこと」と明記

されています。 

 今後も引き続き、関係機関と連携しなが

ら、県内全域において、半導体関連をはじめ

としたさらなる産業集積につながるよう取り

組んでまいります。 

 それでは、令和６年度の商工労働部の主要

事業等について御説明いたします。 

 まず、令和６年度組織機構図及び役付職員

名簿の10ページをお願いいたします。 

 当部の組織機構は、商工雇用創生局と産業

振興局の２局体制の下、本庁６課、出先機関

５機関で構成し、職員数は、左下にございま

すとおり、合計235名となっております。 

 次に、令和６年度主要事業及び新規事業の

35ページをお願いいたします。 

 環境生活部同様、今年度の当初予算は骨格

予算でございましたので、今年度予算の全体

をお示しするため、今議会に提案しておりま

す肉づけの６月補正予算も含めた令和６年度

の予算総括表を掲げており、左下にございま

すとおり、一般会計で705億8,800万円余、特

別会計で35億4,000万円余、総額で741億 

2,800万円余となっております。 

 主な事業といたしましては、熊本地震や令

和２年７月豪雨で被災した事業者の施設の復

旧等に係る経費の助成や経営再建支援のほ

か、八代地域を含む工業団地の新規整備や、

昨年度国の脱炭素先行地域に選定された阿蘇

くまもと空港周辺地域ＲＥ100産業エリアの

創造の実現に向けた再エネ施設の整備等の推

進に係る経費等がございます。 

 次に、今回提案しております商工労働部の

議案等の概要について御説明します。 

 資料、令和６年度６月補正予算、条例等議

案関係の15ページをお願いいたします。 

 今回の補正では、補正額(B)の欄の下段に

ございますとおり、一般会計で35億2,200万

円余の増額補正をお願いしております。 

 その主な内容としましては、県南地域にお
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ける企業誘致等の促進や人材確保に向けた取

組に要する経費、台湾関連事業に取り組む中

小企業者向けの資金の創設に係る経費等がご

ざいます。 

 加えて、令和５年度一般会計繰越明許費繰

越計算書ほか２件について御報告いたしま

す。 

 さらに、議案以外にも、熊本県中小企業振

興基本条例に基づく取組とＵＸイノベーショ

ンハブ整備方針の２点について御報告させて

いただきます。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

でございます。 

 主要事業、新規事業及び６月補正予算等の

詳細につきましては、関係課長から説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○西山宗孝委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○山田商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 令和６年度主要事業及び新規事業の36ペー

ジをお願いします。 

 項目１、ＵＩＪターン就職の促進は、県内

産業界における人材確保のため、都市部から

本県へのＵＩＪターン就職を支援していま

す。 

 (1)の「くまもとではたらく」若者の県内

定着促進事業では、東京、大阪、福岡及び県

内に設置しておりますくまもと移住定住・Ｕ

ＩＪターン就職支援センターに相談員を配置

し、ＵＩＪターンに関心を持つ方々に対する

相談対応や情報提供、県内企業と県外求職者

とのマッチング支援を行っております。ま

た、県外求職者が県内企業の採用試験やイン

ターンシップ等に出向く際の旅費の一部を助

成するものでございます。 

 (2)の戦略的ＵＩＪターン就職加速化事業

は、例年実施しております県外の求職者向け

に県内企業の合同説明会等を引き続き開催す

るものでございます。また、今年度から、新

たな取組として、本県で働くことの魅力を動

画等で幅広く周知するとともに、県外事務所

や広域本部が保有するネットワークを活用

し、ＵＩＪターンにつながるイベントを実施

してまいります。 

 次に、項目２、若者の県内就職と定着のた

めの奨学金返還サポートは、県と県内企業が

連携し、県内企業に就職した若者の奨学金返

還やＵターンに係る費用を支援するものでご

ざいます。登録者は増加傾向にあり、引き続

きＵＩＪターン就職支援と連携し、より多く

の若者と参加企業がつながるよう、県内企業

など制度への参加を促し、県内外への制度の

ＰＲに努めてまいります。 

 37ページをお願いします。 

 項目３、産業復興エキスポの開催は、平成

28年熊本地震や令和２年７月豪雨災害からの

創造的復興が着実に進む中で、ＴＳＭＣの進

出を契機とした半導体関連産業の集積等によ

り活気づく熊本の現状、そして今後の展望を

国内外に発信し、本県のさらなる発展につな

げるものでございます。 

 今年２月に開催し、来場者は２日間で１万

人を超えるなど、出展者及び来場者から継続

開催を望む声が非常に多く寄せられました。

企業のビジネスチャンスの創出や拡大、県内

の高校生をはじめとした若者と企業の交流の

場として、県内産業のさらなる発展につなが

ることを目指し、来年２月に再度開催するも

のでございます。 

 商工政策課は以上です。 

 

○田浦商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 項目１の令和２年７月豪雨災害に係る被災

中小企業者等の施設・設備復旧支援につきま
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しては、説明欄２(1)のなりわい再建支援補

助金により、最後のお一人まで支援してまい

ります。 

 また、(2)のくまもと型小規模事業者経営

発展支援事業により、引き続き、豪雨や地震

で影響を受けた小規模事業者の販路拡大や生

産性向上の取組を支援してまいります。 

 項目２の新型コロナウイルス感染症の長期

化や物価高騰等の影響を受ける中小企業者等

の事業継続支援につきましては、(1)の中小

企業金融総合支援事業、いわゆる県制度融資

により、引き続き資金繰りを支援するととも

に、(2)の中小企業者事業再生等支援事業及

び(3)の中小企業者事業再建・発展支援事業

によりまして、経営改善に取り組む事業者や

経営課題の解消に取り組む事業者を支援して

まいります。 

 39ページをお願いいたします。 

 事業承継につきましては、引き続き、(4)

の事業承継マッチング応援事業により、オー

プンネームでの事業承継の取組を支援すると

ともに、新たに(5)の事業承継・後継ぎ支援

事業により、後継者育成や事業承継後の技術

習得等を後押しし、地域経済の維持と発展を

図ってまいります。 

 また、物価高等の影響を受ける商店街につ

いては、新たに(6)の商店街等売上回復支援

事業により、売上げ回復への取組に対する支

援を行ってまいります。 

 項目３の平成28年熊本地震に係る中小企業

者等の施設・設備復旧及び事業継続支援につ

きましては、(1)の中小企業等復旧・復興支

援事業により、県単独のグループ補助金等を

継続し、被災中小企業者の施設、設備の復旧

を支援してまいります。 

 40ページをお願いいたします。 

 項目４、県内中小企業者等支援に係る商工

団体の体制整備等の取組につきましては、

(1)商工会商工会議所・商工会連合会補助、

(2)組織化指導費補助、(3)商店街振興組合指

導事業費補助によりまして、最前線で事業者

支援を行う商工団体を引き続き支援してまい

ります。 

 項目５のＴＳＭＣ進出効果を県全体に波及

させる取組につきましては、(1)の商工団体

台湾経済交流促進事業により、引き続き商工

団体等が行う経済交流の取組を支援するとと

もに、(2)の中小企業金融総合支援事業、い

わゆる県の制度融資に新たな資金を創設いた

しまして、台湾関連事業に取り組む事業者の

資金繰りを支援してまいります。 

 商工振興金融課は以上でございます。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 41ページをお願いいたします。 

 まず、項目の１、熊本県経済を支える人材

の確保です。 

 事業目的は、若者の県内就職促進と職業訓

練を通じた人材育成などでございます。 

 事業概要の(1)熊本を「知る」・「会う」プ

ロジェクト事業では、若者やその保護者の方

に対しまして、県内企業の魅力を発信すると

ともに、企業説明会の開催などで就職活動を

積極的に支援し、若者の県内就職促進に取り

組みます。 

 (2)熊本県ブライト企業推進事業では、働

く人が生き生きと輝き、安心して働き続けら

れる企業をブライト企業として認定しまし

て、労働環境や処遇の向上に努めてまいりま

す。 

 (3)外国人材活躍促進支援事業では、外国

人材の方が働きやすいよう環境づくりを行う

企業を支援するための講習会の実施やＰＲ動

画やパンフレットを活用しまして、熊本で働

く魅力の発信に取り組んでまいります。 

 (4)外国人材マッチング事業では、外国人

材の雇用に関心のある企業などを対象としま

して、在留資格制度等の相談対応、外国人材

紹介会社を通じたマッチングを実施して、外
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国人材に対して県内企業の説明会を実施し、

企業とのマッチングの場を創出してまいりま

す。 

 42ページをお願いいたします。 

 (7)地域活性化雇用創造支援事業では、人

手不足に悩む企業に対しまして、採用力向上

を図るため、無料で専門家を企業に派遣し、

伴走型支援を行います。 

 (9)熊本県職業能力開発施設拠点化推進事

業では、県立高等技術専門校の実習棟の改

修、改築工事を進めます。昨年度は、実習棟

１棟と技能検定の実施拠点施設である技能振

興センターが竣工いたしました。今年度は、

実習棟１棟と管理教室棟の改修工事を行いま

す。 

 43ページをお願いいたします。 

 項目の２、産学官連携による半導体人材の

育成、確保です。 

 事業目的は、産学官連携による半導体産業

関連人材の育成と確保となります。 

 事業概要の(1)半導体研修受講支援事業で

は、民間の半導体研修機関で従業員の研修を

行う企業に対しまして、宿泊費や旅費を支援

するとともに、学生の研修を受け入れる半導

体研修機関に対して経費の支援を行います。 

 (3)技術短期大学校管理運営費及び技術短

期大学校教育対策事業では、技術短期大学校

と韓国の忠南道立大学との交流協定に基づき

まして、半導体分野での人材育成に連携して

取り組むとともに、半導体技術科の実習で使

用する電気回路実習装置などの研修教育機器

等の整備を行います。 

 労働雇用創生課は以上です。 

 

○辻井産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 44ページをお願いします。 

 まず、１、産業成長ビジョンの推進は、令

和２年に策定した熊本県産業成長ビジョンの

推進を目的として、有識者等によるビジョン

の進捗状況の評価及び見直し、産学官金の協

議会による重点的な取組を推進するものでご

ざいます。 

 次に、２、地場企業の成長支援は、ハー

ド、ソフト両面からの支援により、県内企業

の成長を後押しするものです。 

 (1)地場企業立地促進費補助は、県内に本

社を有する企業が、県内に事業所等を新設ま

たは増設する際に要した投資額の規模に応じ

操業開始後に助成を行うものです。 

 (2)プロフェッショナル人材戦略拠点運営

事業は、中小企業の成長戦略の実現などのた

め、拠点を整備し県内外の優秀な人材の獲得

を支援するものです。 

 (3)リーディング企業創出事業は、地域経

済への波及効果が大きい企業を創出するとと

もに、成長意欲とその可能性が高い中小企業

を認定し、関係機関とともに継続的に支援す

るものです。 

 次ページ、(4)地域未来投資促進事業で

す。 

 本県の地域の特性を生かして高い付加価値

を創出し、地域の中で経済的波及効果を及ぼ

すモデルケースとなる取組に対する助成を行

うものです。 

 次に、項目３、ＤＸの推進は、各企業のフ

ェーズに応じ、デジタル機器等の導入や技術

指導などの支援を通じ、生産性の向上を図る

ものです。 

 (1)第４次産業革命推進事業は、先端技術

導入に向けた支援チームの派遣、経営者への

個別訪問及び機器導入や製品・サービスの開

発等に係る支援を行うものです。 

 (2)中小企業ＤＸ推進事業補助金は、物価

高騰や賃上げ等の影響により費用増加に直面

している中小企業に対し、生産現場でのデジ

タル化に必要な機器整備を支援するもので

す。 

 (3)デジタル実装支援に係るデジタルもの

づくり中核人材育成事業は、中小企業におけ
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る中核技術者を対象に、デジタル化に向けた

カリキュラムの作成や技術研修等を実施する

ものです。 

 (4)ＤＸ導入モデル企業支援事業は、モデ

ル企業を選定し、各企業の生産ラインに適し

たＤＸ導入支援等を実施するものです。 

 46ページをお願いいたします。 

 次に、項目４、ＵＸプロジェクトによる新

産業創出及びイノベーション支援は、新たな

ビジネスにつながる環境を提供し、関係機関

との連携などにより、イノベーションが持続

的に生まれる好循環の形成を目指すもので

す。 

 事業概要の(1)熊本空港周辺地域における

産業振興創出事業は、ＵＸプロジェクトの推

進のため、人材や企業等の集積を図り、実証

実験等の機会の提供や交流拠点施設の整備等

を行うものです。 

 (2)次世代ベンチャー創出支援事業は、産

学官金で構成するコンソーシアムの活動を通

じまして、自然共生型産業における大学等の

研究シーズを発掘し、新たな成長産業の創出

に向けた支援を行うものです。 

 (3)くまもとオープンイノベーション推進

事業は、コーディネーター及びアドバイザー

を配置し、連携体の構築や商品開発、販路開

拓等を支援するものです。 

 (4)くまもとクロス支援事業は、企業や大

学等と連携し、技術力強化に係る研究開発等

に対する事業を行うものです。 

 続きまして、項目５、半導体産業振興施策

の推進は、ＴＳＭＣの進出を契機として、半

導体のみならず、県内産業のさらなる振興と

県経済の成長を実現するために、くまもと半

導体産業推進ビジョンに基づく施策を推進す

るものです。 

 事業概要(1)くまもと半導体産業推進ビジ

ョン推進事業は、半導体産業推進ビジョンに

基づく施策の進捗評価を行うとともに、台湾

経済団体を通じた企業の交流促進を図るもの

です。 

 (2)半導体産学官連携推進事業は、大学等

と連携し、人材の育成及び共同研究の強化に

より３次元積層実装の量産化を確立し、地域

産業や雇用の創出を図るものです。 

 (3)低環境負荷型半導体製造装置の開発支

援事業は、環境負荷の低い半導体関連製造プ

ロセスの開発、実用化を目指すものです。 

 最後に、項目６、令和２年７月豪雨からの

復旧・復興関連は、被災した醸造食品企業に

おける新商品の開発支援に加え、ＢＣＰの策

定推進により、災害に強い食品業界の実現を

目指すもので、県南被災地域の食品加工産業

への支援事業に取り組むものです。 

 産業支援課は以上となります。 

 

○吉澤エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 48ページをお願いします。 

 熊本県総合エネルギー計画の推進について

は、計画に基づき、再生可能エネルギーの利

活用に取り組んでおります。 

 (1)のＲＥ100リニューアルエナジー再エネ

100％の電力供給・利用促進事業について、

①の令和５年度に環境省から脱炭素先行地域

として阿蘇くまもと空港周辺地域ＲＥ100産

業エリアの創造が選定されましたので、この

実現に向けて、電力を集約する地域エネルギ

ー会社の設立や太陽光発電等の整備に取り組

んでまいります。 

 ②ですけれども、中小企業で再エネ利用を

宣言する「ＲＥ Ａｃｔｉｏｎ」の宣言企業

を増加させるため、メリット等が分かる企業

向けのセミナー等を実施します。 

 (2)の熊本県総合エネルギー計画推進事業

については、①の屋根置き型ソーラーを安心

して設置できるよう、県内事業者が提案する

事業プランや経済性をデータベース化し公開

する取組を今年度から開始したいと思ってお

ります。 
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 ②ですが、県内のＦＩＴ期間が終了した電

力を脱炭素先行地域や県庁舎等に供給するた

めの課題整理等を行ってまいります。 

 (3)メガソーラー等対策事業については、

メガソーラー等の再生可能エネルギーの地域

との共生を図るため、再エネ事業者、県、立

地市町村の３者による協定締結を推進しま

す。また、この中で、阿蘇の太陽光施設につ

いて、国の環境事務所や世界遺産担当部局と

連携し、主要観光地からの景観を踏まえて保

全する地域を改めて検討します。 

 (4)水素エネルギー普及啓発・利活用促進

事業は、燃料電池車・ＦＣＶ、燃料電池トラ

ック・ＦＣトラックの普及、水素の利活用に

向けた取組を、九州各県や新たに県内企業と

の連携により推進してまいります。 

 下の49ページですが、上段の水力発電等の

電源施設や石油貯蔵施設の立地市町村への交

付金を交付しております。 

 最後が採石業等への指導、育成です。 

 採石場への立入検査、経営者等への研修を

行い、採石事業者の育成や防災意識の向上を

図ります。 

 また、事業者が人材確保に苦労されており

ますので、昨年から、採石事業のイメージ向

上のため、小中学生等を対象としたバスツア

ー等にも取り組んでおります。 

 エネルギー政策課は以上です。 

 

○元田企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 資料50ページをお願いいたします。 

 項目の１、企業誘致の推進でございます。 

 国内外からの企業誘致、また、既に立地を

いただいております企業のフォローアップを

通じまして、本県の産業振興と雇用確保に努

めてまいります。 

 具体的には、(1)にありますとおり、まず

はしっかりと企業訪問をさせていただくこと

で、新規の誘致ですとかフォローアップにつ

なげてまいりますし、(2)にありますとお

り、県外における企業誘致セミナーの開催、

展示会への出展、あるいは既に立地いただい

た企業と県内高校とのネットワークづくりな

どに取り組んでまいります。 

 下の51ページをお願いいたします。 

 項目の２、企業の立地及び増設の促進でご

ざいます。 

 企業の立地及び増設を促進するため、企業

の設備投資や雇用増等に対しまして補助を行

っております。 

 51ページ、中段の表でございますけれど

も、セミコンダクタ、モビリティー、食品バ

イオなどを中心とした重点５分野ですとか、

一般製造業などの業種によります補助の分類

を整理したものでございます。こちらが企業

立地促進補助金でございます。 

 52ページをお願いいたします。 

 上段に情報サービス業やコンテンツ産業な

どの企業を対象とします産業支援サービス業

等立地促進補助金の要件等を整理したもので

ございます。 

 同じく、52ページ下段、項目３、さらなる

半導体関連産業の集積の推進でございます。 

 こちらは、半導体に特化をしまして、国内

及び台湾における展示会への出展、セミナー

開催等を複合的に実施していくことで、本県

の強みである半導体関連産業のさらなる集積

を図っていくものでございます。 

 下の53ページをお願いいたします。 

 項目４のポートセールスの推進でございま

す。 

 熊本港、八代港を有しております本県にお

きまして、両港の利便性の向上を図るため

に、荷主企業や船会社に対するポートセール

スに取り組んでまいります。 

 (1)戦略的ポートセールス推進事業につき

ましては、新規航路開設等によります経費の

一部を補助させていただいておりますし、

(2)国際コンテナ利用拡大助成事業につきま
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しては、九州北部港等へ流出をしております

国際コンテナ貨物の熊本港、八代港へのシフ

トを促し、貨物量を増加させることによりま

して、国際コンテナ航路の利用拡大を図るた

め、両港を利用していただく荷主企業に対す

る助成を行っております。 

 下段の項目の５、県外ＩＴ企業、コンテン

ツ関連企業等とのネットワークの構築でござ

います。 

 こちらにつきましては、県外と県内のＩＴ

企業、コンテンツ関連企業を結びつけます場

づくり等に取り組んでいくことで、さらなる

企業集積につなげてまいるものでございま

す。 

 54ページをお願いいたします。 

 項目の６、県南地域への企業集積の促進で

ございます。 

 こちらは、今回新規事業でございますけれ

ども、ＴＳＭＣ進出効果を全県に波及させる

ため、県南地域の企業集積を促進することを

目的に、(1)でございますけれども、県南地

域の企業誘致の強化に向けまして、市町村と

連携を図りながら、フォームマーケティン

グ、企業現地視察ツアー、企業と学校をつな

ぐ工場見学ツアーを実施する予定としており

ます。 

 このフォームマーケティングにつきまして

は、各企業さん、ターゲットとしております

企業さんのホームページのお問合せのとこ

ろ、これはフォームと言っております。ここ

に本県への立地あるいは県内への立地という

ところの御案内をしていく予定にしておりま

して、約8,000社ほどを対象にと考えておる

ところでございます。 

 下段の７番、企業誘致の受皿となる工業団

地の整備でございます。 

 製造業等の企業誘致の受皿を確保するた

め、工業団地の整備を行うこととしておりま

して、こちらは、(1)新規工業団地建設につ

きましては、現在、菊池市事業区、合志市事

業区につきまして、特に、菊池市事業区は、

用地の取得を終わりまして、造成に向かうと

いう段階でございます。 

 また、(2)県南地域工業団地施設整備促進

事業につきましては、市町村が行います団地

整備の取組を支援するために調査等を行うと

いうものでございます。 

 企業立地課は以上でございます。 

 

○西山宗孝委員長 次に、観光戦略部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から資料

に従い説明をお願いします。 

 初めに、倉光観光戦略部長。 

 

○倉光観光戦略部長 観光戦略部関係の議案

等の説明に先立ちまして、県内観光の現状に

ついて御説明申し上げます。 

 これまで観光戦略部で進めてきた旅行需要

喚起策や誘客促進などの施策が実を結び、令

和５年の延べ宿泊客数は840万人と過去最多

を更新しました。インバウンドについても、

誘客強化を図る効果的なプロモーション等の

取組に加え、ＴＳＭＣの進出や国際線の充実

も相まってさらなる活況を呈し、100万人と

過去２番目に多い結果となりました。 

 一方で、県内の地域によっては観光客の回

復に差がある状況であり、引き続き豪雨被災

地の誘客対策などに取り組んでまいります。 

 そうした中、昨年度に続き、ツール・ド・

九州、国際バドミントン大会といった国際ス

ポーツ大会が本県で開催されます。また、多

くのインバウンドが期待される大阪・関西万

博の開催まで１年を切りました。こうしたイ

ベントの経済波及効果が県内全域に行き渡る

よう、積極的に取り組んでまいります。 

 さらに、今年度は、ようこそくまもと観光

立県推進計画の改定を予定しております。本

県の観光施策推進のための基本計画であり、

観光を取り巻く状況の変化や旅行者のニーズ

の多様化を踏まえながら、策定作業を進めて
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まいります。 

 それでは、令和６年度の観光戦略部の組織

機構及び主要事業、新規事業について御説明

いたします。 

 資料、令和６年度組織機構図及び役付職員

名簿の17ページをお願いいたします。 

 観光戦略部は、記載のとおり４課で構成さ

れ、職員数は70名となっております。 

 次に、資料、令和６年度主要事業及び新規

事業の55ページをお願いいたします。 

 ６月補正後の令和６年度予算につきまして

は、一般会計で総額33億5,400万円余となっ

ております。 

 主な内容としましては、熊本地震、豪雨災

害からの創造的復興、新型コロナウイルス感

染症、物価高騰対策に係る事業者支援等をは

じめ、国内外からの観光誘客、国際交流の推

進、県産品の販路拡大等に取り組む経費でご

ざいます。 

 次に、今回提案しております議案の概要に

ついて御説明申し上げます。 

 資料、令和６年度６月補正予算関係の36ペ

ージをお願いいたします。 

 令和６年度６月補正では、補正額(B)の欄

の下段にございますとおり、一般会計で５億

9,800万円余の増額をお願いしております。 

 主な内容としましては、国内外からの誘客

強化や周遊促進、観光ＤＸ・人材育成、スポ

ーツツーリズム、県産品販路拡大等に取り組

む経費でございます。 

 加えて、債務負担行為、繰越明許費につい

ても御報告させていただきます。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございます。 

 詳細につきましては、関係課長から説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

○西山宗孝委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○櫟本観光国際政策課長 観光国際政策課で

ございます。 

 資料、令和６年度主要事業及び新規事業を

お願いいたします。 

 56ページをお開きください。 

 項目１、熊本地震震災ミュージアムの取組

の推進につきましては、昨年７月15日にオー

プンした震災ミュージアムＫＩＯＫＵが１周

年を迎えますが、今年度さらに熊本地震の記

憶や経験、教訓などを後世に伝承することを

進め、教育旅行をはじめとした誘客に努めて

まいります。また、関係９市町村と連携いた

しまして、震災ミュージアムＫＩＯＫＵを中

核拠点として、回廊型のフィールドミュージ

アムの取組を推進してまいります。 

 続きまして、下段、項目２のマンガ、アニ

メの活用による誘客促進及び地方創生につい

てでございますが、南阿蘇鉄道と連携したサ

ニー号トレインコラボ列車１周年に向けた新

たな周遊施策の展開ですとか、清和文楽と

『ONE PIECE』のコラボ作品の定期公演な

ど、『ONE PIECE』をはじめとするアニメ、漫

画等のコンテンツを活用した誘客促進や被災

地復興支援を目指す取組を進めてまいりま

す。 

 58ページをお願いいたします。 

 項目５の多文化共生社会の推進につきまし

ては、引き続き、事業概要(1)の外国人サポ

ートセンター運営事業によりまして、在留外

国人や地域住民からの生活全般に係る相談の

ワンストップ窓口として、きめ細かな対応を

行ってまいります。 

 また、ＪＡＳＭ駐在員と御家族の対応窓口

として、昨年８月に、台湾相談ホットライン

を開設しておりまして、今年４月からは、相

談員として新たに台湾人の方１名を配置いた

しております。相談体制を強化して対応して

まいります。 

 観光国際政策課は以上でございます。 
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○永田観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 59ページをお願いいたします。 

 項目１、観光産業の基幹産業化の推進は、

観光地の受入れ体制整備に取り組むととも

に、各地の地域資源を活用した持続可能な観

光地域づくりに取り組み、雇用、経済の活性

化にとって重要な基幹産業として、観光産業

の存在感を高めることを目的としておりま

す。 

 事業概要(1)の事業は、観光客の満足度を

高め、リピーターを獲得し、持続可能な稼げ

る観光地域づくりを推進するため、地域が一

体となって面的に取り組む観光資源の高付加

価値化や多様な観光客の受入れ体制整備への

支援を行うものでございます。 

 (2)の事業は、観光関連産業における人手

不足の解消を図るため、観光関連業界を対象

とした合同就職面談会のほか、経営効率化や

改善のためのセミナー、コンサルティングを

実施するものでございます。 

 (5)は、日本固有の世界に誇るべき温泉文

化のユネスコ無形文化遺産登録に向け、知事

会で活動されておりまして、温泉文化の担い

手である温泉地や温泉宿泊施設の現状と課題

を把握するための調査研究に要する経費の一

部を負担するものでございます。 

 60ページをお願いします。 

 項目２、観光ＤＸの推進は、ＳＮＳを活用

したデジタルマーケティング、観光ＭａａＳ

の構築、デジタル技術を活用したサービスの

質の向上など、誘客促進、旅行客の利便性向

上、観光産業の生産性向上などにつながる観

光ＤＸを推進するための事業です。 

 (1)の事業では、観光客の誘客促進や観光

施策の立案につなげるため、ＳＮＳなどのデ

ジタル媒体を活用し、旅行者の嗜好に合わせ

た情報発信やマーケティングデータの収集、

分析により、効果測定などを行うものでござ

います。 

 (2)は、観光における２次交通の課題克

服、例えば、空港や主要駅から観光地までの

交通移動手段の確保や周遊促進による観光消

費の増加に向け、関係市町村と連携し、観光

ＭａａＳの検討、実証等を行うものでござい

ます。 

 (3)は、物価高騰等の影響を受ける宿泊事

業者等に対して、地域一体となった面的ＤＸ

化につながるシステムの導入などを支援する

ことにより、観光客の受入れ環境整備に取り

組んでまいります。 

 項目３のスポーツツーリズムの推進は、

2019年の大規模国際スポーツ大会で得たノウ

ハウを活用し、スポーツによる交流人口の拡

大や地域活性化を図り、スポーツツーリズム

の推進に取り組むものです。 

 (1)は、国際バドミントン大会、熊本マス

ターズジャパンの開催、(2)の事業は、国際

サイクルレース、ツール・ド・九州の開催に

向けて、官民一体となって取り組んでまいり

ます。 

 観光企画課は以上です。 

 

○浦本観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 資料61ページをお願いいたします。 

 １の国内からの誘客の推進につきまして

は、令和２年７月豪雨の影響により落ち込ん

だ観光産業の回復を図るとともに、コロナ禍

から回復してきた観光需要をしっかりと本県

に取り込むための施策を推進するものでござ

います。 

 (1)豪雨被災地域における観光需要回復緊

急支援事業は、豪雨被災地域を目的地とする

交通機関の利用を組み込んだ旅行商品への助

成等を実施し、被災地域の観光復興の後押し

を図るものです。 

 (3)新たな旅のスタイル促進事業は、新た

な観光スタイル、新たな働き方スタイルに対
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応したワーケーションの推進により、旅行需

要を創出し、交流・関係人口の拡大を図るも

のでございます。 

 (5)旅するくまモンパスポート事業は、Ｌ

ＩＮＥを活用したデジタルクーポンの付与に

より、観光客の県内周遊を促してまいりま

す。 

 62ページをお願いいたします。 

 ２、海外からの誘客の推進につきまして

は、令和５年の外国人宿泊者数は、過去２番

目となります約100万人を記録いたしまし

た。このインバウンド需要の維持、拡大を図

るため、さらなる誘客を推進するものです。 

 (2)台湾インバウンド誘客強化事業です

が、台湾は最重点市場であり、さらなる誘客

に向けて、昨年度に引き続き観光レップを配

置し、現地での商談会、観光ＰＲ実施や現地

旅行会社への定期的なセールスを行ってまい

ります。また、教育旅行の相談窓口を設置

し、訪日教育旅行誘致拡大を図ります。 

 (3)大阪・関西万博連携事業は、観光コン

テンツの磨き上げや旅行商品の販売力強化、

東京、大阪におけるプロモーションを実施い

たしまして、約2,820万人とされる万博来場

者の本県への誘客に取り組むものです。 

 下の３、クルーズ船誘致、受入れの推進に

つきましては、くまモンポート八代をはじめ

とする県内港へのクルーズ船誘致と受入れ体

制の強化により、クルーズ船寄港の経済波及

効果の拡大を図るものです。 

 (1)のクルーズ船誘致促進事業により、船

社のキーパーソン招聘や展示会、商談会の出

展、付加価値の高い寄港ツアーの造成等でク

ルーズ船寄港数の増加を目指すとともに、

(2)のクルーズ船受入体制強化事業におきま

して、クルーズ船寄港時のツアーバスの円滑

な運用や環境整備、クルーズ客の満足度の向

上のためのおもてなしに取り組んでまいりま

す。 

 観光振興課は以上です。 

 

○宮﨑販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課です。 

 63ページをお願いします。 

 項目１、農林水産物等輸出の推進です。 

 ２の(1)県産農林水産物等輸出推進総合支

援事業は、輸出の専門家による事業者の伴走

支援など、新規販路開拓や輸出先の規制への

対応に取り組む事業者を総合的に支援しま

す。 

 (2)海外輸出拡大対策事業は、台湾向け輸

出支援に取り組むとともに、現地ニーズを把

握するためのバイヤー等の招聘や海外でのプ

ロモーションなどを実施する事業です。 

 (3)ＧＦＰフラッグシップ輸出産地形成プ

ロジェクト事業は、輸出産地の形成を図るた

め、農業団体をはじめ関係機関と一体となっ

て、生産方法の転換や物流改善などに取り組

みます。 

 項目２の県産品の認知度向上及び販路拡大

です。 

 64ページをお願いします。 

 (4)首都圏等県産品販路拡大事業は、商談

会や都市圏の百貨店などでのフェアの開催、

東京の銀座熊本館を軸とした県産品の販路拡

大のための取組を実施します。 

 (5)くまもと県産品消費喚起緊急支援事業

は、関係団体が行う大都市圏の飲食店等を対

象とした商談会などによる県産品の販路拡大

や、全国の吟醸酒造りで広く使われている熊

本酵母発祥の地をフックとした県産日本酒の

認知度向上の取組を支援します。 

 (7)伝統工芸館施設改修事業は、今年度か

ら伝統工芸館の大規模改修工事を実施するも

のです。 

 項目３、球磨焼酎のトップブランド化の推

進です。 

 球磨焼酎リブランディング事業ですが、令

和２年７月豪雨からの復旧・復興プランに基

づき、球磨焼酎の魅力発掘や知名度向上のた
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めの情報発信、百貨店などと連携したフェア

の開催など、総合的に事業を展開いたしま

す。 

 販路拡大ビジネス課は以上です。 

 

○西山宗孝委員長 次に、企業局長から総括

説明を行い、続いて、担当課長から資料に従

って説明をお願いいたします。 

 

○深川企業局長 企業局の概要につきまして

御説明申し上げます。 

 お手元の資料、令和６年度組織機構図及び

役付職員名簿の22ページをお願いします。 

 企業局は、本庁に総務経営課と工務課の２

課、出先機関として、発電総合管理所と都呂

々ダム管理事務所の２か所があり、職員数

は、本庁と出先機関を合わせて58名です。 

 23ページ、24ページは、企業局の役付職員

名簿及び事務分掌でございます。 

 次に、資料、令和６年度主要事業及び新規

事業の65ページをお願いします。 

 現在、企業局では、令和６年度当初予算総

括表の一番左の列に記載のとおり、電気事

業、工業用水道事業、そして有料駐車場事業

の３事業を運営しております。 

 電気事業では、７つの水力発電所を運営し

ております。このうち、規模の大きな４つの

発電所におけるリニューアル工事が令和４年

度に完了し、発電能力の増強や固定価格買取

り制度の適用による経営基盤の強化を図って

いるところです。 

 引き続き、発電所設備の効果的なメンテナ

ンス等を実施し、電力等収入の安定確保、電

力の安定供給に努めてまいります。 

 次に、工業用水道事業では、有明、八代、

そして苓北の３つの工業用水道を運営してお

ります。このうち、有明及び八代工業用水道

については、多くの未利用水や多額のダム関

連経費の負担から経営が厳しい状況にありま

す。 

 そのため、施設の運営権を民間事業者に委

ねるコンセッション方式を令和３年度から導

入し、民間のノウハウ等を活用し、効率的な

経営やサービス向上、ユーザー拡大等に取り

組んでおります。 

 このほか、有明工業用水道では、未利用水

を活用した半導体関連企業への新規供給に向

けた取組を進めております。 

 また、八代工業用水道では、八代臨海工業

用地のバイオマス発電所への新規給水が今年

度から本格化し、さらに、八代地域で計画さ

れる新規県営工業団地の整備も未利用水活用

に向けた大きな追い風になると期待しており

ます。 

 引き続き、コンセッション事業者及び知事

部局とも連携を密にし、収益確保やサービス

向上に向けた取組を通じて、運営基盤の強化

を進めてまいります。 

 ３つ目の有料駐車場事業では、コロナ禍に

より利用台数が減少しておりましたが、令和

４年度から回復に転じ、令和５年度にはコロ

ナ禍前と同水準まで回復してきております。 

 また、本年７月からは、障害者割引制度も

導入することとしております。 

 今後も引き続き、指定管理者と連携を図り

ながら、利用者の利便性向上等に取り組み、

適切な維持管理と安定経営を通じて、町なか

のにぎわいづくりに貢献してまいります。 

 なお、これら３事業のほかに、昨年度に引

き続き、県政貢献策として、電気事業と有料

駐車場事業から、合わせて５億5,000万円を

一般会計へ繰り出すこととしております。 

 以上が企業局が所管する事業の概要でござ

います。 

 それでは、本日御審議いただく議案でござ

いますが、電気事業会計補正予算として債務

負担行為の設定２件をお願いするものです。 

 また、地方公営企業法の規定に基づき、令

和５年度の電気事業及び工業用水道事業にお

ける建設改良費の繰越し及び事故繰越につい
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て報告させていただきます。 

 詳細につきましては、総務経営課長から説

明させますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。 

 

○西山宗孝委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 

 

○馬場総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 資料、令和６年度主要事業及び新規事業の

65ページをお願いいたします。 

 令和６年度当初予算総括表でございます。 

 企業局では、企業会計に基づき、電気、工

業用水道及び有料駐車場の各事業ごとに当年

度の損益を示す収益的収支と建設改良費など

の投下資本を示す資本的収支に分けて予算を

計上しております。 

 最下段の合計欄でございますが、３事業合

わせました収入総額は、前年度比8,700万円

余増の63億5,600万円余、支出総額は、前年

度比７億3,200万円余増の72億5,100万円余と

なっております。 

 なお、説明資料66ページの表は、工業用水

道事業会計につきまして、有明、八代及び苓

北の３工業用水ごとに取りまとめたものでご

ざいます。 

 67ページをお願いいたします。 

 まず、１、「経営戦略」に基づく取組の推

進でございます。 

 事業運営の基本となります企業局経営戦略

2020においては、本文４行目にありますとお

り、全事業の黒字化、新規事業に挑戦、地域

貢献の充実の３つの戦略目標を掲げ、資料中

段以降の(1)から(3)に記載の事業に取り組ん

でおります。 

 なお、資料上段の本文の最下段にあります

とおり、本年度は、計画期間の中間年である

ため、中間見直しの着手を予定しているとこ

ろでございます。 

 次に、各事業の経営状況等について御説明

いたします。 

 68ページをお願いいたします。 

 電気事業でございます。 

 各水力発電所の状況は、１の表のとおりで

ございます。 

 ２、経営状況等でございます。 

 (1)記載のとおり、市房及び緑川の４発電

所につきましては、固定価格買取り制度での

供給により、年間10数億円程度の黒字が見込

まれます。 

 また、(3)記載のとおり、再生可能エネル

ギーを活用した新規事業としまして、小水力

発電所の開発可能性調査を進めております。 

 (4)、(5)につきましては、電気事業の利益

を活用しました県及び施設所在市町村に対す

る貢献策でございます。県一般会計への繰り

出しとして５億円を計上しております。 

 (6)ですが、八代市坂本町の荒瀬ダム関連

施設跡地３か所につきまして、市の復興事業

用地として、令和５年度に１か所無償譲渡

し、今後２か所を無償譲渡する予定でござい

ます。 

 69ページをお願いいたします。 

 工業用水道事業でございます。 

 各工業用水道の状況は、１の表のとおりで

ございます。 

 ２、経営状況等でございますが、(1)記載

のとおり、有明、八代の両工業用水道につき

ましては、コンセッション方式の導入など経

費節減に努めているものの、多くの未利用水

や、特に有明工業用水道における多額の竜門

ダム関連経費の負担から経営が厳しい状況に

ございます。 

 引き続き、事業拡大に取り組んでまいりま

すとともに、有明工業用水道につきまして

は、後ほど御説明いたしますが、半導体関連

企業への工業用水供給に向けた取組を進めて

いるところでございます。 

 なお、八代工業用水道につきましては、令
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和５年11月から、木質バイオマス発電施設に

日量約3,500万立米を給水開始したところで

ございます。 

 70ページをお願いいたします。 

 有料駐車場事業でございます。 

 状況につきましては、１の表のとおりでご

ざいます。 

 ２、経営状況等、(1)記載のとおり、３施

設一括で利用料金制の指定管理者制度を導入

しております。 

 (2)の利用台数につきましては、コロナ禍

前は年間20万台を超えておりましたが、令和

２年度からは約15万台で推移のところ、昨年

度は約21万台まで回復しました。 

 引き続き、指定管理者と連携し、民間のノ

ウハウを生かした利用者サービスの向上を図

ってまいります。 

 なお、(3)の県政貢献としまして、先ほど

御説明しました電気事業からの５億円に加

え、有料駐車場事業から5,000万円を一般会

計へ繰り出すこととしております。 

 71ページをお願いいたします。 

 半導体関連企業への工業用水供給に係る新

規工業用水道事業でございます。 

 １に記載のとおり、地下水保全と有明工業

用水道の未利用水活用による収益確保、経営

基盤強化のため、半導体企業に工業用水を給

水するための浄水場建設等に向けた取組を進

めてまいります。 

 ２に記載のとおり、事業費は約８億5,500

万円で、事業内容としましては、浄水場等の

整備に必要となる用地取得や設計等を行うこ

ととしております。 

 なお、昨年度の国の経済対策に係る補正予

算により、事業費の10分の４につきまして、

国の交付金が措置されております。 

 企業局は以上でございます。 

 

○西山宗孝委員長 次に、労働委員会事務局

長から、資料に従い説明をお願いいたしま

す。 

 

○木村労働委員会事務局長 労働委員会事務

局でございます。 

 まず初めに、労働委員会の組織機構につい

て御説明申し上げます。 

 令和６年度組織機構図及び役付職員名簿の

資料の25ページをお願いいたします。 

 労働委員会は、労働組合法に基づき設置さ

れた労使紛争を解決するための行政委員会で

す。不当労働行為の救済申立てに対する審

査、労働争議の調整及び個別労働関係紛争の

あっせん等を行っております。 

 当委員会は、公益、労働者及び使用者の代

表各５名、計15名の委員で構成されていま

す。 

 なお、お手元の名簿は、昨日７月１日に知

事に任命された第49期の委員名簿となりま

す。 

 委員名簿につきましては、役職名の正誤表

も置かせていただいております。申し訳ござ

いませんでした。 

 また、事務局職員は10名です。 

 次に、当初予算及び主要事業を御説明いた

します。 

 令和６年度主要事業及び新規事業資料の72

ページをお願いいたします。 

 当委員会の当初予算は、総額１億1,200万

円余で、主な内容としては、委員会費として

の委員報酬を、事務局費として職員給与費や

局の運営費を計上しております。 

 73ページをお願いいたします。 

 労働委員会の業務は、主なものとして３つ

ございます。 

 まず、１、不当労働行為事件の審査です。 

 これは、使用者が資料に記載しております

ような労働組合活動を阻害する行為を行った

場合に、労働組合または労働者個人からの申

立てを受けて審査を行い、必要に応じて、救

済命令あるいは和解等により解決を図るもの
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です。 

 次に、２、労働争議の調整です。 

 これは、労働組合と使用者との間の紛争が

労使の自主的な話合いで解決できない場合

に、当事者からの申請によりあっせんなどを

行い、解決を図るものです。 

 ３、個別労働関係紛争のあっせんです。 

 労働者個人と使用者との紛争が当事者同士

で解決できない場合に、当事者からの申請に

よりあっせんを行うものです。 

 労働委員会事務局は以上です。 

 なお、課長からの説明は省略させていただ

きます。 

 

○西山宗孝委員長 ありがとうございます。 

 以上で執行部の説明が終わりましたので、

主要事業等についての質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番号

と担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をお願いします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○鎌田聡委員 16ページですね。 

 開発における環境配慮の推進ということ

で、環境影響評価ということで記載がされて

おりますけれども、ＴＳＭＣの第２工場です

ね。これがもう建設をするという既定路線で

進められているようですけれども、ここはア

セスの多分面積的に対象にならないのかなと

思いますけれども、その関係をちょっと教え

ていただきたいと思います。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 今お話のありましたＴＳＭＣに関する第２

工場のアセスに関してでございます。 

 まず、第１工場に関しましては、条例に基

づく25ヘクタール未満ということで、アセス

対象外ということでございます。 

 第２工場建設に当たりましては、地下水の

涵養量等を踏まえて、最終的には、50ヘクタ

ールが対象になるということで、50ヘクター

ル未満ということで、アセス対象未満という

ふうに判断しております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 そもそも、その25ヘクタール

以上が、地下水保全地域はアセス対象だった

のが、これを見直されたわけですよね。その

見直しの理由が、要は、地下水をくみ上げる

量をきちんと涵養していただくということが

条件だったと思いますけれども、この辺りは

第２工場できちんと約束できてるんですか、

そのくみ上げる部分を涵養してもらうという

ことを。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 その点につきましては、事前に事業者側か

ら地下水涵養計画等を出していただきまし

て、十分な量があるということで判断して対

応しております。 

 

○鎌田聡委員 ちょっと私が情報不足で申し

訳ないんですけれども、そもそも第１工場が

8,500ぐらいだったと思いますけれども、第

２工場はどれだけの水を使うんですかね。ど

れだけの水使って、それだけの水は涵養する

ということがもうきちんと多分約束されてい

るから、アセスをしなくていいという話じゃ

ないかなと思いますけれども、そのくみ上げ

量を教えていただきたいと思います。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 トータルで最終的に判断しておりまして、

すみません、今手元にその数字がございませ
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ん。申し訳ありません。後ほどお持ちしたい

と思います。 

 

○西山宗孝委員長 資料は、後ほどというこ

とでございますけれども。 

 

○鎌田聡委員 水の量は、はっきり分かって

いるんですね。 

 

○廣畑環境保全課長 事業者に事前に出して

いただいておりますので、その数字は分かっ

ております。あくまでも計画という数字では

ございますけれども。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 そのくみ上げ部分、量につい

ては、きちんと涵養していただくということ

は、これは協定か何かなってるんですかね。

きちんとやるというのは、 

 

○廣畑環境保全課長 協定というような形で

はございませんけれども、事前に出していた

だいた資料を基に確認しております。また、

最終的にどれだけ涵養したかというのは、届

出等で、届出といいましょうか、情報をいた

だくことで確認していくということにしてお

ります。 

 

○鎌田聡委員 分かりました。非常にその辺

りのところも気になるところであって、環境

アセスを本当はきちんとやってもらった上で

来ていただくというのが一番ベストですけれ

ども、そういう条件にならないということで

見直されたわけですから、そういった地下水

の問題、非常にそこで緩和された経緯があり

ますから、しっかりと対応をしていただくよ

うにお願いしたいと思います。 

 それともう１点、すみません。その前のペ

ージ、15ページですね。 

 地下水の汚濁の状況の監視ということであ

りますけれども、これはネットで先週ちょっ

と拝見をいたしましたけれども、要は、ＰＲ

ＴＲインフォメーション広場という環境省の

ホームページの中で、ここは、企業が有害性

のある化学物質をどこから――どこからとい

うか、企業からどれだけ排出されているのか

というのを公表しなければならないというと

ころですけれども、ちょっと表をネットで見

たやつで、ソニーセミコンの熊本のやつで、

令和３年と令和４年が、半導体の工場で使う

フッ化水素の量が全く出てないんですね。こ

れについて、ネットの中では、企業も隠して

るし、熊本県も、この事実を知って隠蔽して

いるというような表現もされているわけです

けれども、この辺りの経緯等、全く本当に出

してないのかどうなのか。出してないことは

ないと思いますけれども、その辺りをちょっ

と教えていただきたいと思います。 

 

○廣畑環境保全課長 今委員御指摘の点につ

きましては、確かに２年前ぐらいからデータ

がゼロになっているところはございます。 

 フッ化水素というものは、半導体工場には

付き物の物質でございまして、確認したとこ

ろ、実際は使っていたということで、事業者

側から理由について説明を受けております。 

 実際の誤りというのは、統計上のシステム

に誤りがあって、そこを見落としていたとい

う点、国への問合せ等でいろいろ誤認があっ

たということで報告を受けております。速や

かに修正をするように指示しまして、事業者

側が、他の項目も含めてきちんと把握して報

告し直すような形で、今進めているところで

ございます。 

 

○鎌田聡委員 システム自体の何か不具合と

いうことで、２年間出てなかったということ

ですか。 

 

○廣畑環境保全課長 数多くの物質を使って
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おりますので、事業者側は、もう数多くの物

質で、それは、デジタル的にシステムで統計

して最終的には報告するような形にしており

まして、それが、システムを変えたときにど

うも抜け落ちたというふうな報告を受けてお

ります。それをそのまま使ってないような形

で担当が誤認して、そのまま報告を上げてい

たということでございます。 

 

○鎌田聡委員 企業は、そういうふうにシス

テムの誤りで、そういったふうにこの部分だ

け出してないということがあったんですけれ

ども、これは、県として何か――２年間出さ

れてなかったわけですね、最近分かったんで

すけれども。２年前から出されていないとい

う状況は、県としてのチェックとか、その辺

はする必要はなかったんでしょうか。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 委員御指摘の点につきましては、そもそも

ＰＲＴＲ法という制度で報告をするようにな

っておりまして、数多くの事業者が数多くの

物質について報告しております。 

 確かに、その点できちんとゼロになった経

緯というのを、うちのほうでももっと詳細に

調べておくべきだったかなということは反省

すべき点というふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 いろんな企業があって、いろ

んな物質が出されていて、なかなかこれを全

部チェックするというのは大変な作業だと思

いますけれども、ただ、これから、やっぱり

この半導体企業の排出される水から何が出さ

れているのか、非常に関心があるところであ

って、そういった対策の本部もつくられるわ

けですよ。 

 これからのやっぱり――これまでもそうで

すね。やっぱり一番不安を持っている県民、

県民の不安が大きいところでの情報公開とい

うのが、まさにやっぱり行政の責務として、

私はやるべきだろうと思ってますから、これ

までのことはこれまでのこととしましても、

今後、そういったのが見落としがないよう

に、きちんと正確な情報が出せるように、体

制が不十分であれば、その体制をきちんと取

ってやって、そういった情報、正確な情報を

開示していただくということは極めて必要だ

と思ってますので、ぜひよろしくお願いした

いと思いますし、これは速やかに出しますと

いうことでありますけれども、まだ昨日の段

階でも、このグラフでゼロになっております

ので、ぜひそういったところもしっかり早く

正確な数値を出していただくように促しても

らうようにお願いしておきます。 

 

○西山宗孝委員長 御意見、御要望というこ

とでよろしいですかね。 

 

○廣畑環境保全課長 県民の皆様の特に注目

のある物質と事業場でもありますので、その

点については、今後は徹底してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 なお、ホームページ上の修正についてです

けれども、それは国のほうで修正するような

形で、ある程度定期的にしか修正がなされて

いないようですので、もうしばらくは時間は

かかるかと思います。それと同時に、まだ事

業者が徹底的にもう一回精査しておりますの

で、その数字が上がってきて初めて国に上げ

て修正がかかるというような状態でございま

す。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 分かりました。時間的に、こ

れまで載ってなかったやつを、きちんとデー

タがあるのかどうかもちょっと分かりません

けれども、速やかにこの作業を進めていただ

き、先ほど申し上げましたように、やはり情

報公開、きちんと正確な情報の提供、公開、
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これは極めて重要ですから、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

 

○西山宗孝委員長 御意見、御要望というこ

とで。 

 

○鎌田聡委員 はい。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 23ページ、エコアくまもとの

関係が記載をされて、産廃の処分場ですけれ

ども、これは今容量的にどのくらい現状あっ

て、あとどのくらい対応できるのかというこ

とを教えていただきたいと思います。 

 

○村岡循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 エコアくまもとのほうは、現時点、残量と

しては約20万立米ぐらいが残存しておりまし

て、現状の埋立てのペースであれば、災害等

がないと仮定した場合であれば、20年程度は

もつぐらいのペース、状況でございます。 

 

○鎌田聡委員 これから分かりませんけれど

も、今の段階では20年ぐらいということです

ね。 

 民間の処分場の話もありますし、そういっ

たところでのいろいろな住民の理解が得られ

てないようなところもございますので、でき

るだけこういったエコアで長く処分してもら

うというのが一番いいと思いますので、ぜひ

また――なかなか容量アップというのは難し

いと思いますけれども、多くの物が出ないよ

うにいろんなリサイクルも含めてやっぱりや

っていくべきかなと思っております。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 この際、昼食のため、午後１時より再開い

たしますので、休憩に入ります。 

 よろしくお願いします。 

  午前11時48分休憩 

  ―――――――――――――――   

  午後０時58分開議 

○西山宗孝委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 質疑については、執行部の説明の終了後、

一括して受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 それでは、担当課長から議案等について説

明をお願いいたします。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 経済環境常任委員会説明資料、２ページを

お願いいたします。 

 公害対策費で増額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄の１、公害対策促進費は、今年５月

に設置した地下水保全推進本部での取組に関

する経費で、半導体工場内使用水の再利用施

設の先進地視察や県が観測している地下水を

県ホームページでいつでも閲覧できるシステ

ムを構築する経費です。 

 ２、環境立県推進費は、水銀フリー社会の

実現に向け、県立大学での水銀研究留学生受

入れ支援の経費です。 

 環境政策課は以上です。 

 

○山本水俣病保健課長 水俣病保健課です。 

 ３ページをお願いいたします。 

 公害保健費で増額補正をお願いしておりま

す。 

 これは、説明欄記載の公害被害者救済対策

費で、(1)水俣病関連情報発信事業は、百間
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排水口樋門の扉の新調など、水俣病の理解促

進を図るため、県が情報発信を行う経費で

す。 

 (2)水俣病関連情報発信支援事業は、語り

部のインタビュー映像の制作など、市町が行

う情報発信に対する助成です。 

 ４ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の繰越計算書でございます。 

 上段の水俣病関連情報発信支援事業費は、

水俣病資料館の収蔵庫増築の設計業務です

が、事業実施に不測の日数を要したため繰り

越したもので、既に事業は完了しておりま

す。 

 下段の胎児性・小児性水俣病患者等の地域

生活支援事業費は、物価高騰の影響を受ける

水俣病関係事業者への支援に要する経費で、

年度内の事業費の確定が困難なため、繰り越

したものです。 

 水俣病保健課は以上です。 

 

○原田環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 ５ページをお願いします。 

 公害対策費として、1,730万円余の増額補

正をお願いしています。 

 これは、半導体関連企業の集積に伴う地下

水保全対策として、セミコンテクノパーク周

辺に地下水観測井戸を設置するほか、水田湛

水以外の新たな地下水涵養の検討に要する経

費です。 

 続きまして、６ページをお願いします。 

 繰越明許です。 

 上段は、環境センターの館内監視設備の更

新ですが、機材価格の高騰により入札手続に

時間を要し、年度内に工事が完了しなかった

ため、繰り越したものです。今年度には完了

を見込んでおります。 

 下段の2050くまもとゼロカーボン推進事業

費は、八代、芦北、球磨の各総合庁舎にカー

ポート型の太陽光発電設備を設置する事業で

すが、充放電設備の設置場所の調整等に時間

を要したため、繰り越したものです。芦北と

球磨は既に工事が完了しており、八代も今年

10月頃に工事完了予定のため、年内には再エ

ネ設備から庁舎への電気供給が開始できる見

込みでございます。 

 環境立県推進課は以上です。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 ７ページをお願いします。 

 環境衛生費の水道施設整備事業費は、水道

施設の耐震化などに関する補助金で、9,790

万円余を繰り越しております。理由は、水道

事業者の工事の施工に不測の日数を要したた

めでございます。 

 環境保全課は以上です。 

 

○蓑田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 ８ページをお願いします。 

 右側説明欄の１、観光施設整備事業費の

(1)自然公園等施設リニューアル事業です

が、通潤橋の国宝指定に伴い、観光客の増加

が見込まれるため、歩道などの施設整備、不

要施設の撤去、景観を阻害する樹木の伐採を

行うものです。 

 (2)国立公園満喫プロジェクト推進事業で

すが、阿蘇くじゅう国立自然公園内の阿蘇山

上広場に廃屋が２棟あり、長年景観に悪影響

を及ぼしていたことから、土地所有者である

南阿蘇村が実施主体となり、廃屋の撤去に取

り組むこととなったため、その撤去費用の一

部を国と県で補助するものです。 

 次に、２、国庫支出金返納金ですが、令和

３年度２月補正にて公園施設感染防止対策と

して予算化しました自然公園等施設リニュー

アル事業等の事業費確定に伴う執行残を国へ

返納するものです。 

 ９ページをお願いします。 
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 繰越明許費の繰越計算書です。 

 １段目の自然公園観光施設等整備事業費及

び２段目の自然公園観光施設等維持補修費で

ございますが、玉名市の小岱山キャンプ場の

管理棟解体ほか６か所の施設補修等で繰り越

しております。 

 繰越しの理由ですが、施設改修に係る整備

内容の検討、設計等に不測の日数を要したた

め、繰り越したものです。 

 ３段目の国立公園等における国際化・老朽

化対策等整備交付金事業費でございますが、

水上村の市房山麓野営場の場内道路の改修や

不要施設の撤去を繰り越しております。 

 繰越しの理由ですが、令和２年７月豪雨災

害の災害復旧工事の影響により労務が不足

し、不測の日数を要したため、繰り越したも

のです。 

 10ページをお願いします。 

 １段目の国立公園満喫プロジェクト推進事

業費ですが、菊池市の菊池渓谷ほか３か所に

おきまして、施設改修を繰り越しておりま

す。 

 繰越しの理由ですが、施設改修に係る整備

内容の検討や設計等に不測の日数を要したこ

と、令和５年12月補正で計上しました事業も

あり、十分な事業期間を確保できなかったた

め、繰り越したものでございます。 

 ２段目の自然公園施設等災害復旧費です

が、山都町の通潤橋周辺の歩道ほか２か所に

おいて施設復旧を繰り越しております。 

 繰越しの理由ですが、施設の復旧方法の検

討や設計等に不測の日数を要したため、繰り

越したものでございます。いずれの事業も年

度内完了を予定しております。 

 11ページをお願いします。 

 事故繰越の繰越計算書でございます。 

 国立公園満喫プロジェクト推進事業費です

が、阿蘇市の大観峰園地の公衆トイレ改修に

係る地元関係者との合意形成に不測の日数を

要したこと等により、繰り越したものでござ

います。年度内に完了見込みでございます。 

 自然保護課は以上でございます。 

 

○村岡循環社会推進課長 循環社会推進課で

す。 

 12ページをお願いします。 

 資料１段目の公害対策費では、増額補正を

お願いしているところです。 

 増額の内訳につきましては、右側の説明欄

に記載のとおり、環境立県推進費のうち、バ

イオマス利活用推進事業は、軽油代替燃料の

高純度バイオディーゼル燃料の利活用につい

ての普及啓発等に要する経費です。 

 次に、２段目の環境整備費でございます

が、これも増額補正をお願いしております。 

 増額の内訳につきましては、右側の説明欄

を御覧ください。 

 １の一般廃棄物対策費のうち、プラスチッ

クごみ対策事業は、プラスチックの排出抑制

について周知啓発活動を行うための経費で

す。 

 次に、２の産業廃棄物対策費のうち、ＰＣ

Ｂ廃棄物処理対策事業は、令和８年度に処理

期限を迎える低濃度ＰＣＢ廃棄物について、

期限内処理を周知啓発するための経費です。 

 循環社会推進課は以上です。 

 

○岸森くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課です。 

 13ページをお願いします。 

 交通安全対策促進費で増額をお願いしてお

ります。 

 説明欄の交通安全総合対策費は、交通安全

推進連盟及び交通安全母の会に対する補助に

要する経費です。 

 その下の段は、青少年育成費で増額をお願

いしております。 

 説明欄(1)の青少年健全育成推進事業は、

青少年育成県民会議の運営及びその事業に対

する交付金です。 
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 (2)のグローバルジュニアドリーム事業

は、小中学生等の台湾派遣交流プログラムで

派遣人数の増加に要する経費です。 

 くらしの安全推進課は以上です。 

 

○三角消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 14ページをお願いいたします。 

 消費者行政推進費で増額補正をお願いして

おります。 

 説明欄(1)の地方消費者行政推進事業は、

県消費者行政の強化等に要する経費です。 

 (2)の食品ロス削減推進事業は、食品ロス

削減推進のための広報啓発等に要する経費で

す。 

 消費生活課は以上です。 

 

○山田商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 16ページをお願いいたします。 

 労政総務費の増額は、県外在住の求職者が

県内企業で採用試験等を受ける場合の交通費

や宿泊費を助成するものです。 

 下段、商業総務費の増額は、くまもと産業

復興エキスポの開催に要する経費とコロナ禍

での飲食店に対する時短要請に伴う協力金の

事業費確定に伴う国庫返納金を計上しており

ます。 

 商工政策課は以上です。 

 

○田浦商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 商業総務費の国庫支出金返納金は、国の新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の事業費確定に伴いまして、受入額と実

績額の差額を国へ返納するものでございま

す。 

 中小企業振興費の１の中小企業金融総合支

援事業は、主要事業でも御説明いたしました

が、ＴＳＭＣ進出効果を県内全域に波及させ

るため、台湾関連事業に取り組む中小企業者

向けの新資金の創設に係る貸付原資などでご

ざいます。 

 ２の中小企業団体補助は、中小企業の指導

支援を行う中小企業団体等の自主事業に対す

る補助でございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 これは、先ほど御説明した台湾関連資金の

創設に伴うものでございまして、熊本県信用

保証協会への損失補償に関する債務負担行為

の変更を行うものでございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 令和５年度の繰越明許費繰越計算書です。 

 19ページの４事業と、おめくりいただきま

して、20ページの上から３つ目までの事業に

つきましては、物価高等の影響を受ける事業

者に対して支援をさらに進めるために、昨年

の12月補正及び２月補正において予算化し、

本年度に繰り越したものでございます。 

 最下段のなりわい再建支援補助事業費につ

きましては、公共事業の影響とやむを得ない

事情により令和５年度までに申請できなかっ

た事業者等に対応するため、国の経済対策に

より２月補正で予算化して、これもまた本年

度に繰り越したものでございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 事故繰越の計算書でございます。 

 なりわい再建支援補助事業費の事故繰越に

つきましては、令和４年度の補正予算で事業

費を計上し、令和５年度に繰り越したもので

ございますけれども、国関連の工事との調整

が必要になった等の理由によりまして、令和

５年度までに事業が完了しなかったため、令

和６年度に事故繰りを行ったものでございま

す。４件を繰り越しておりまして、現在、補

助事業者において、今年度内に復旧事業が完

了するように取り組まれているところでござ

います。 
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 商工振興金融課は以上でございます。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 上段の労政総務費でございますが、説明欄

の熊本を「知る」・「会う」プロジェクト事業

は、県内外の若者、それからその保護者の方

に対しまして、県内企業の魅力発信を行った

り、企業説明会を開催するものでございま

す。 

 中段の労働福祉費でございますが、説明欄

の労働者福祉協議会補助金は、熊本県労働福

祉協議会の運営費を支援するものでございま

す。 

 下段の職業訓練総務費でございますが、説

明欄の(1)外国人材活躍促進支援事業は、外

国人材が働きやすい環境づくりを行う企業を

支援するため、講習会などを行うもので、

(2)熊本県半導体人材育成会議等活動事業

は、小中学生に対しまして、半導体関連の出

前授業を行うものでございます。 

 23ページをお願いいたします。 

 上段の説明欄の(3)外国人材マッチング事

業は、外国人材の雇用に関心のある企業の相

談に応じまして、企業と外国人材とのマッチ

ングを行うもので、(4)半導体研修受講支援

事業は、民間の半導体研修機関で従業員の研

修を行う企業や学生の研修を受け入れる半導

体研修機関を支援するものでございます。 

 中段の技術短期大学校費でございますが、

説明欄の技術短期大学校運動施設整備事業

は、技術短期大学校の運動施設を整備するも

のでございます。 

 下段の失業対策総務費でございますが、説

明欄の(1)高年齢者雇用推進事業は、県シル

バー人材センター連合会の運営費を支援する

もので、(2)熊本県ブライト企業推進事業

は、ブライト企業の認定及び労働環境向上の

ためのセミナーを開催するものでございま

す。 

 24ページをお願いいたします。 

 説明欄の国庫支出金返納金は、新型コロナ

対応雇用維持・確保支援事業などの事業費確

定等に伴う国庫支出金の返納金でございま

す。 

 25ページをお願いいたします。 

 令和５年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書として、上段の職業能力開発施設拠点

化推進事業費は、県立高等技術専門校におけ

ます寄宿舎の整備でございますけれども、基

礎ぐいなどの資材調達の遅れから、年度内完

了が困難となったため繰越しを行うもので、

下段の技術短期大学校教育対策事業費は、技

術短期大学校の学内通信ネットワークの整備

につきまして、データ通信に対応するための

仕様変更が生じたことから年度内納入が困難

となったため、繰越しを行うものでございま

す。 

 労働雇用創生課は以上です。 

 

○辻井産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 26ページをお願いします。 

 まず、工鉱業振興費として、地場企業の事

業所の新設または増設による助成に要する経

費及び国際連携の推進のため、台湾経済団体

を通じた企業の交流促進に要する経費とし

て、３億7,106万円余をお願いしておりま

す。 

 続きまして、産業技術センター費でござい

ます。 

 環境負荷の低い半導体関連製造プロセスを

実用化するための経費として、1,120万円余

をお願いしております。 

 26ページの下でございます。 

 中核技術者向け育成カリキュラムの作成及

び技術研修の実施に要する経費、また、27ペ

ージの先進的なＤＸ技術の導入、運用を目指

す県内中小企業からモデル企業を選定し、Ｉ
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Ｔ、デジタルを活用したＤＸの導入等の支援

に要する経費及び令和２年７月豪雨で被災し

た食品加工産業の復興支援並びにＢＣＰ推進

に要する経費及び県内の半導体サプライチェ

ーン網と関連中小企業の技術力強化に要する

経費として、3,948万円余をお願いしており

ます。 

 次に、新事業創出促進費です。 

 新分野に進出する企業への支援や若者を対

象とした起業促進等に要する経費を計上して

おります。 

 おめくりいただきまして、28ページをお願

いします。 

 産学官金で構成するコンソーシアムに対す

る負担金及び創業初期ベンチャーへの支援に

要する経費、中小企業を中心とした連携体の

構築や事業化プラン作成等を支援するコーデ

ィネーター及びアドバイザーの配置に要する

経費、また、中小企業等が県外企業や大学等

と連携し、革新的な製品や技術の開発を目指

して取り組む研究開発等に対する助成に要す

る経費などとして、9,146万円余をお願いし

ております。 

 最後に、29ページの繰越明許費についてで

す。 

 物価高騰により影響を受けた県内中小企業

が行う生産性向上等を目的としたデジタル機

器等の導入への助成に要する経費でございま

す。１億617万円を計上しております。 

これは、令和５年度２月補正で予算化した

事業であり、年度内に事業が完了しないた

め、繰越明許費の設定をお願いするものでご

ざいます。 

 産業支援課は以上です。 

 

○吉澤エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 30ページをお願いいたします。 

 説明欄１、工業振興費の増額補正でござい

ます。 

 (1)熊本県総合エネルギー計画推進事業

は、家庭用太陽光や企業局の水力など、ＦＩ

Ｔ期間が終了した電力等を脱炭素先行地域や

県庁舎等に供給するための課題整理等に要す

る経費でございます。 

 (2)水素エネルギー普及啓発・利活用促進

事業は、水素活用に向けた関係企業との意見

交換会を開催し、課題や対策を整理し、必要

となる検証や実証事業等に取り組むものでご

ざいます。 

 ２の国庫支出金返納金については、いわゆ

るコロナ交付金を活用した事業費の確定に伴

う国庫支出金返納金です。 

 下の31ページです。 

 一般会計の繰越明許費でございます。 

 物価高騰対応事業者緊急支援事業費につき

ましては、12月補正において予算化した事業

で、本年度に繰り越してＬＰガス等の支援事

業を実施しているものでございます。 

 エネルギー政策課は以上です。 

 

○元田企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 32ページをお願いいたします。 

 工鉱業総務費の説明欄、企業誘致促進対策

事業費につきまして、５つの事業を計上させ

ていただいております。 

 (1)から(4)までにつきましては増額補正、

(5)は、午前中新規で御説明させていただい

たものになります。 

 うち、(3)戦略的ポートセールス推進事業

でございますが、増額補正のうち、この200

万だけは一部新規ということになっておりま

して、神戸港に向かいます内航船を活用して

モーダルシフトに取り組む場合の費用の一部

を船社に対して助成する経費でございます。 

 (5)の県南地域企業誘致促進事業につきま

しては、フォームマーケティング等を活用し

た県南地域の企業集積促進に関する経費でご

ざいます。 
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 34ページをお願いいたします。 

 34ページ、下の35ページ、ともに繰越明許

費でございます。 

 まず、34ページは、一般会計でございま

す。 

 上段の市町村施設整備企業誘致促進事業費

につきましては、補助事業者の事業が年度内

に完了しなかったため、下段の半導体サプラ

イチェーン構築加速化事業費につきまして

は、令和５年度の２月補正で予算化したため

年度内に事業が完了しないため、一括して繰

越設定させていただくものでございます。 

 35ページにつきましては、高度技術研究開

発基盤整備事業等特別会計に係ります繰越明

許費でございます。 

 ４段のうち、上から３段目まで、城南工業

団地、臨空テクノパーク、菊池テクノパー

ク、こちらは全て既設の工業団地の維持管理

に関する工事でございまして、詳細設計等日

数に時間を要したため、年度内の事業完了が

難しくなったというものでございます。 

 ４段目の工業団地施設整備事業費につきま

しては、現在進めております新規工業団地の

整備につきまして、用地補償の手続等に日数

を要しまして、年度内に事業完了が困難であ

るため、一括して繰越明許の設定をさせてい

ただいているものでございます。 

 企業立地課は以上でございます。 

 

○櫟本観光国際政策課長 観光国際政策課で

ございます。 

 資料の37ページをお願いいたします。 

 12本の事業につきまして、増額をお願いし

ております。 

 まず、説明欄２の国際化環境整備推進費の

うち、(2)熊本県多文化共生支援事業でござ

いますが、外国人サポートセンターの運営費

というのは当初でお願いしているところでご

ざいますが、補正増額では在住外国人のため

の日本語教室の運営や各市町村における外国

人受入れ連絡協議会の設立及び運営の支援に

要する経費についてお願いしているところで

ございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 貿易振興費でございますが、(2)です。 

 熊本県アジア事務所運営事業につきまして

は、今年４月から新たに赴任いたしました職

員の家族帯同に伴う経費の増額分をお願いし

ております。 

 その下、観光客誘致対策費の(1)熊本地震

震災ミュージアム具体化推進事業でございま

すが、こちらにつきましては、中核拠点でご

ざいます旧東海大学阿蘇キャンパスの敷地内

のＫＩＯＫＵのホームページの管理費ですと

か、敷地内での除草作業などといった環境整

備等維持管理に関する経費をお願いしている

ところでございます。 

 (2)熊本地震震災ミュージアム中核拠点整

備事業につきましては、熊本地震震災ミュー

ジアムＫＩＯＫＵの案内標識の設置に要する

経費をお願いしているところでございます。 

 39ページをお願いいたします。 

 39ページでは、(3)『ONE PIECE』連携復興

応援事業は、年度後半にイベントを予定して

おりまして、それに要する経費ですとか、パ

ンフレット等の増刷費、像設置に伴います 

――今10体の像がございますが、経済効果の

調査などに要する経費をお願いしているもの

です。 

 (5)でございます。 

 Ｋｕｍａラボ(コンテンツラボ)運営事業に

つきましては、球磨川流域のにぎわい創出や

誘客に向けまして、地域の妖怪伝承やアニメ

「夏目友人帳」などのコンテンツ活用等の検

討、実施に要する経費をお願いしているとこ

ろです。 

 観光国際政策課は以上でございます。 

 

○永田観光企画課長 観光企画課でございま

す。 
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 40ページをお願いします。 

 観光費の補正額の欄になりますが、１億

7,248万円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄の１、観光客誘致対策費ですが、

(1)熊本県観光連盟補助は、県内における魅

力ある観光地づくり及び国内外からの誘客に

取り組む公益社団法人熊本県観光連盟の運営

に対する助成でございます。 

 (2)大型イベント等プロモーション事業

は、地域への高い経済効果が期待できるコン

ベンションやサッカーキャンプの誘致等に要

する経費でございます。 

 (5)くまもっと観光地域応援社発展事業

は、県内各地域の特色に合わせた着地型旅行

商品の造成等を実施するくまもっと観光地域

応援社に対する助成でございます。 

 41ページ上段ですが、(6)プロスポーツに

よる地域活性化事業は、県内のプロスポーツ

チームであるロアッソ熊本、火の国サラマン

ダーズを活用した地域づくりへの支援に要す

る経費でございます。 

 (7)スポーツツーリズム活性化事業は、ス

ポーツコミッションであるくまもっと旅スポ

コミッションによるスポーツツーリズムの推

進に要する経費でございます。 

 (8)アーバンスポーツ展開事業は、若者に

人気のあるスケートボードなど、アーバンス

ポーツを活用した誘客促進のためのイベント

開催などに要する経費でございます。 

 (10)スマートツーリズム基盤創生・活用事

業は、データに基づく施策の立案や実行を可

能にするため、県の観光施策に関する成果を

蓄積、可視化するデータ基盤の運用及び人材

育成など、活用に要する経費でございます。 

 42ページをお願いします。 

 (11)熊本県民総合運動公園アクセス改善対

策事業は、県民総合運動公園で開催されるロ

アッソ熊本ホームゲームイベントのアクセス

改善対策に要する経費でございます。 

 (12)温泉文化ユネスコ無形文化遺産登録推

進事業は、温泉文化のユネスコ無形文化遺産

登録に向け、知事会で活動されており、温泉

文化の担い手である温泉地や温泉宿泊施設の

現状と課題を把握するための調査研究に要す

る経費でございます。 

 43ページをお願いします。 

 一般会計の繰越明許費の報告でございま

す。 

 イベント等需要喚起緊急支援事業費ほか２

事業につきまして、繰越しを行っておりま

す。いずれも令和５年度２月補正で計上した

ものであり、年度内に十分な事業期間を確保

できなかったことから、繰越しをしたもので

ございます。 

 観光企画課は以上です。 

 

○浦本観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 44ページをお願いいたします。 

 観光費につきまして、増額補正をお願いし

ております。 

 (1)新たな旅のスタイル促進事業は、コー

ディネーター養成やワーケーション素材の磨

き上げ、イベント開催など、ワーケーション

推進に要する経費でございます。 

 (2)教育旅行誘致推進事業については、新

規校への宿泊費等の助成、学校、旅行会社等

へのセールスなどに要する経費でございま

す。 

 (4)インバウンド誘致推進事業でございま

すが、訪日客の目的の一つでもございます食

を軸にしたインバウンド向けの旅行商品の造

成と販売、イベントの開催に要する経費でご

ざいます。 

 下の(5)大阪・関西万博連携事業につきま

しては、先ほども新規事業で御説明いたしま

した万博のテーマと親和性のある旅行商品の

販売力強化と、東京、大阪におけるプロモー

ションに要する経費でございます。 
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 ２の国庫支出金返納金につきましては、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金活用事業の事業費確定に伴う国庫支出金

の返納でございます。 

 46ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 豪雨被災地域観光需要回復緊急支援事業費

につきましては、繰越しを行っております。 

 豪雨被災地域への送客支援に取り組む事業

でございますが、令和５年度２月補正予算で

措置したもので、年度内に十分な事業期間を

確保できなかったことから、繰り越している

ものでございます。年度内執行を予定してお

ります。 

 観光振興課は以上です。 

 

○宮﨑販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課です。 

 47ページをお願いします。 

 農業総務費の説明欄、ブランド確立・販路

対策費の(1)県産農林水産物等輸出推進総合

支援事業は、新規販路開拓や輸出先の規制へ

の対応など、輸出に取り組む県内事業者の総

合的な支援に要する経費です。 

 (2)海外輸出拡大対策事業は、県産農林水

産物等の輸出促進のための海外でのプロモー

ション等に要する経費です。 

 商業総務費の説明欄１、物産振興費の(1)

くまもとで乾杯！県産酒推進事業は、県産酒

の需要喚起のため、熊本県酒造組合連合会の

販路開拓事業等への支援や認知度向上に向け

た情報発信等に要する経費です。 

 (2)球磨焼酎リブランディング事業は、球

磨焼酎のトップブランド化を推進するための

都市圏でのプロモーションや蔵元のコンペテ

ィション出展等への支援に要する経費です。 

 (3)首都圏等県産品販路拡大事業は、大都

市圏におけるイベントの開催など、県産品の

販路拡大に要する経費です。 

 48ページをお願いします。 

 ２の伝統工芸振興費の(1)伝統工芸館管理

運営費は、伝統工芸館の大規模改修に伴う店

舗や事務所等の代替施設確保に要する経費で

す。 

 (2)伝統的工芸品販路開拓支援事業は、伝

統的工芸品産業振興のため、専門家による工

芸家への経営アドバイスの実施や担い手育成

支援に要する経費です。 

 次に、49ページをお願いいたします。 

 伝統工芸館の改修工事に伴い、仮の店舗と

事務所の賃借料について、債務負担行為の追

加をお願いしております。 

 続きまして、50ページをお願いいたしま

す。 

 輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対

策事業費とくまもと県産品消費喚起緊急支援

事業費については、国の経済対策に対応して

２月補正予算で計上しており、昨年度から今

年度にかけて実施することから、繰越しをお

願いしております。 

 販路拡大ビジネス課は以上です。 

 

○馬場総務経営課長 企業局総務経営課でご

ざいます。 

 電気事業会計の令和７年度以降分の債務負

担行為の設定でございます。 

 資料の51ページをお願いいたします。 

 企業局所有施設等管理業務として、市房発

電所における放流警報装置の更新工事、緑川

第一発電所における取水口スクリーン更新工

事の２件でございます。いずれも来年度以降

に及ぶ契約を締結する必要があることから、

限度額２億9,200万円余の債務負担行為の設

定をお願いするものでございます。 

 続きまして、52ページをお願いいたしま

す。 

 令和５年度予算の繰越しに関しまして、３

件御報告いたします。 

 まず、電気事業における建設改良費の繰越

しでございます。 
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 表の３事業の繰越額合計は、翌年度繰越額

の欄に記載のとおり、1,900万円余でござい

ます。 

 事業内容は、市房及び緑川発電所の電話交

換機更新設計委託、幸野ダム見張所浄化槽設

備更新工事、笠振発電所進入路新設工事で

す。３事業とも入札の不調により年度内の施

工ができず、繰越設定をお願いするものでご

ざいます。 

 53ページをお願いいたします。 

 電気事業における事故繰越でございます。 

 一般会計における明許繰越しに当たる内容

でございますが、地方公営企業法では、建設

改良費以外の経費の繰越しは、事故繰越と整

理されているところでございます。繰越額の

合計は1,700万円余でございます。 

 事業内容は、船津ダム予備発電機の点検整

備等業務委託、新規水力開発関係調査業務で

ございます。それぞれ取替え部品の納入、関

係団体との調整に不測の日数を要したため、

繰越設定をお願いするものでございます。 

 54ページをお願いいたします。 

 工業用水道事業の建設改良費の繰越しでご

ざいます。 

 繰越額は、１事業で８億5,500万円でござ

います。 

 半導体企業に向けた新規工業用水道事業の

用地取得費等につきまして、国の補正予算に

伴い、昨年度末に予算化したことから、工期

の確保ができず、繰越設定をお願いするもの

でございます。 

 企業局は以上でございます。 

 

○西山宗孝委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いいた

します。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○河津修司委員 38ページの震災ミュージア

ムＫＩＯＫＵについてですが、大分またいろ

いろ予算つけてありますけれども、大体今ま

での予定としては、予定どおりの入場者とい

うか、そういった効果というのはどのように

考えてますか。 

 

○櫟本観光国際政策課長 観光国際政策課で

ございます。 

 昨年の７月15日にオープンいたしまして、

３月までの間で５万人弱の皆様にお越しいた

だいております。目標値からすると、やはり

その期待していた数字よりもまだまだ頑張ら

なければいけないという水準ではございます

が、まだ出発してＰＲする当初というのが、

教育旅行を誘致したいという思いが当初から

ございますが、そのプロモーションをしてい

たのですが、教育旅行には仕込みが時間がか

かるものですから、そこの数値がまだ反映さ

れておりませんで、それを今後のプロモーシ

ョンを受けたところで学校側に動いていただ

く、そのタイミングを計って目標のほうに近

づけていきたいというところで、今年度はそ

の方向でしっかり頑張っていきたいと思って

おります。 

 

○河津修司委員 去年開設ということで、修

学旅行等はもうその前から予定が決まってい

るもんだから、なかなか効果はすぐには現れ

ないと思いますが、しっかりまず修学旅行、

小学生、中学生あたりが一番来られるかと思

いますし、その辺に力を入れてもらいたいと

思うのと、今インバウンドの方々がどれぐら

い来られて、その評価というか、は聞かれて

おりますでしょうか。 

 

○櫟本観光国際政策課長 観光国際政策課で
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ございます。 

 インバウンドの方は、かなり大勢来られて

いるというところでございますが、今まさ

に、数字で、どこの国の方にどのぐらい来て

いただくという細かい分析がまだ間に合って

おりません。それは、今年の課題として、そ

の数字を指定管理者のほうとつないで出して

いきたいと思っておりますが、感覚的にやは

り台湾の方ですとかアジアの方がかなり大勢

来られていて、阿蘇に関しましては、やはり

ツーリストの方ですとか欧米の方たちにも立

ち寄っていただいている。何よりも、やはり

『ONE PIECE』の像の効果がございまして、

そのファンの方が立ち寄っていただくという

ところも見受けられますので、そこを今後細

かく分析して、インバウンドの方たち、もっ

とＰＲして誘引していきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○河津修司委員 特に台湾も地震が多いとこ

ろですから、非常に関心があるのかなと思っ

ておりますし、その辺ＰＲに力を入れてほし

いと思いますが、もう１ついいですか。 

 ツール・ド・九州、41ページですね。 

 去年初めて開催して、その去年の反省点と

いうか、今年再度開催するということです

が、主に変更とか何かそういったことが、去

年の反省を踏まえた上で、何か改善点とかあ

るんでしょうか。 

 

○永田観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 今年度は、昨年度豪雨に見舞われまして、

観客の数的に非常になかなか厳しかったとい

うこともありましたので、今回はコース自体

を少し変えておりまして、高森のほうで周遊

するコースに少し変えておりまして、南阿蘇

村のほうでゴールするようなコースに変えて

いるところでございます。 

 

○河津修司委員 南阿蘇村の場合は、３周、

５周したのかな……(発言する者あり)３周。

何遍も見れてよかったと思うんですけれど

も、そのほかのところはあっという間に通り

過ぎていくもんだから、その辺を何かいろい

ろ考えてほしいなと思っております。 

 

○永田観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 やっぱり国道をいつまでも通行止めにして

おくのがなかなか難しいというのもありまし

て、警察との協議の関係もあるんですけれど

も、できるだけそういった周回コースで皆さ

んに見ていただくような、楽しんでいただけ

るような形につくっていきたいというふうに

思っております。よろしくお願いします。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○吉永和世委員 ３ページ、水俣病保健課で

すけれども、水俣病関連情報発信事業という

ことで、これは、県が行う分とその下に市町

が行う事業とあるんですけれども、市町が行

う事業というのは、市が計画して、それに対

して補助をやるということかなと思うんです

けれども、市町ってどういう情報発信してる

のか、ちょっと教えていただければなと。 

 

○山本水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 市町における情報発信でございますけれど

も、まず、芦北町のうたせ船等で水俣病を学

ぶ講座を開設ということで、これは芦北町の

ほうで検討をされております。また、水俣病

慰霊式も水俣市及び関係団体が実施をされて

おります。あと、水俣市の火のまつりである

とか、そういったものに対して市が実施計画

をし、あと関係の団体等で計画をされている

ということでございます。 
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○吉永和世委員 情報発信というよりも、そ

の事業に対する支援をしているというような

感じに取れたんですけれども、イメージアッ

プをやっぱり図るために、市町もそうなんで

すけれども、県がある意味もうちょっと主体

的にやっていただいたほうがいいのかなとい

う感じがちょっとするので、もう市町じゃな

くて県が主体的にやる、そういった形でぜひ

取り組んでいただければなというふうに思い

ますけれども、そこら辺はどう……。 

 

○山本水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 全く関与してないということではないんで

すけれども、一応県のほうも間に入っていろ

いろ協議をさせていただいております。御指

摘のとおり、県のほうも一緒になって実施を

していきたいというふうに考えております。 

 

○吉永和世委員 水俣病の情報発信って、何

かイメージアップというよりも歴史を情報発

信しているようなイメージなので、じゃなく

て、生まれ変わっていってるその過程という

か、水俣・芦北地域、そういったものをしっ

かり積極的に発信していっていただくという

ことが、一番私は大事かなと。今までの事業

プラス新たな部分――そこでちょっと御尽力

いただければなと思いますので、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

 

○山本水俣病保健課長 委員御指摘のとお

り、県も、イメージアップ――吉永委員のほ

うには、一般質問で御質問いただきましたの

で、水俣地域の子供たちが誇れるような、そ

ういった水俣のイメージアップにつながるよ

うな情報発信も併せて実施をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 

○吉永和世委員 よろしくお願いします。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙木健次委員 42ページなんですけれど

も、熊本県民総合運動公園のアクセス改善対

策事業、3,800万補正を組んでありますが、

この渋滞は非常にもう数年前から指摘をされ

ている案件でもありますが、今回の対策事業

というのは、今までにないような、例えば、

今までは、駐車場を借りたりとか、シャトル

バスを出すとか、いろいろな対策もあったと

思うんですけれども、何かこう新しいメニュ

ーとか、何かそういう試みというか、その辺

があったらちょっと聞かせていただきたいと

思います。 

 

○永田観光企画課長 観光企画課です。 

 アクセスに関しましては、前年度の実証事

業を引き続き今年度も実施しまして、そのあ

たりの実証事業をもう一度、今年度も引き続

き継続して、そのあたりの確からしさを確認

する予定でございます。 

 これは、ロアッソ熊本のホームゲームの県

民運動公園周辺の渋滞緩和のため実施してお

りまして、昨年度は、シャトルバスやパー

ク・アンド・バスライドの運行などを実施し

ておりまして、光の森駅からとあと熊本駅か

らのシャトルバス、あと戸島からのパーク・

アンド・バスライド、こちらを運行してるよ

うな状況でございます。 

 

○髙木健次委員 例年どおりの取組というこ

とで、あんまり代わり映えはしないような感

じですよね。ただ、今までが、やっぱりもう

何回もやってきたけれども、なかなかその渋

滞解消がこれでもできないということですか

ら、何かもっと目新しい何かが出てくるのか

なと思ってますけれども、なかなか難しかで

すかね。 
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○永田観光企画課長 根本的な改善策という

のはなかなか見つかりませんので、引き続

き、これまでの実証実験で取り組んだ施策を

やっていくということしかなかなかないかな

というふうに思っております。 

 

○髙木健次委員 そういうことはそうでしょ

うけれども、やっぱりもうちょっと何かない

もんかなと我々からすれば感じますので、こ

れは、課長、しっかりと何かいい方法とか試

みとかあるようだったら、また研究してほし

いというふうに思いますので、よろしくお願

いしておきます。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○城下広作委員 45ページの部分で、例の大

阪・関西万博の連携事業なんですけれども、

この万博と熊本とどういう位置づけで、どう

いう形で絡ませて波及効果をするかと、具体

的なちょっと内容を確認させてください。万

博と熊本、どう結びつけて、これがどういう

ふうにプラスになるのかというイメージがち

ょっと分かりやすいようにと、もう１つ、今

度は、その次のクルーズ船。 

 コロナ前は、相当、90とか100とかという

感じで計画をして期待があったけれども、コ

ロナで全部それがオジャンになってと。だけ

ど、コロナが明けて、明けてというか、５類

になって、今後、クルーズ船の寄港という計

画は、どういうふうに誘致活動し、考えてい

るのか。 

 それと、一番ピークのときは、もうバスも

足らないぐらいに、もう何百台とか――何百

台までは言わぬか、そういう感じだけれど

も、なかなかバス事業は今厳しくて、いざそ

うやってばっと誘致すると、そのバックアッ

プ体制ができるのかという課題もあるので、

この辺の見込みなんていうのはどういうふう

に考えているのか。 

 この２点だけちょっと確認させてくださ

い。 

 

○浦本観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 まず、万博関係でございますが、こちら事

業内容が、まず、万博の協会いわゆる日本国

際博覧会協会というのがございまして、そち

らのほうがポータルサイトを構築しておりま

す。そちらのほうに各地の観光コンテンツや

旅行商品を掲載いたしまして、それを情報発

信することによりまして、観光商品の購入を

誘導する取組が行われております。 

 県内の観光事業者も、そちらのほうに登録

していただくように働きかけを行いまして、

伴走型支援といいますか、その万博のポータ

ルサイトに掲載して情報発信を行う、こうい

ったものが一つ販売力強化として位置づけて

いるところでございます。 

 それと、プロモーション関係でございます

けれども、こちらは、くまモンも万博のスペ

シャルサポーターという形で就任をしており

ます。ポケモンとハローキティに続く３例目

ということで、かなりこれが、くまモンの知

名度、発信力を生かすことによって、万博で

くまモンが登場する、くまモンが熊本のキャ

ラクター、こういったのを結びつけて、万

博、くまモン、熊本、これをしっかり大阪の

会場で誘致、しっかりプロモーションするこ

とによって、しっかりと熊本のほうに送客に

取り組んでいきたい、このように考えている

ところでございます。 

 

○城下広作委員 ちょっとその分だけで、こ

のスペシャルサポーターでは、くまモンがな

ったじゃないですか。例えば、そうやってポ

ケモンとかキティちゃんだったかな。だけ

ど、くまモンを、極端に言えばぐっとアピー

ルして、熊本にがっと引っ張るというような

形は、別に文句は出ないんですかね。 
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 要するに、くまモンはスペシャルサポータ

ーだから、特化して熊本にとＰＲする。過度

にやって、その辺が、別に上からそれはあん

まりやり過ぎだという、そういうあれはない

んですか。 

 

○浦本観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 くまモンの役割は、この万博のスペシャル

サポーターということでございますので、く

まモン自体は、この万博の認知度を――集客

に係ることで、万博協会のスペシャルサポー

ターとして活動していただくということにな

りますけれども、くまモンは、圧倒的知名度

を誇ります熊本のキャラクターでもございま

すので、そちらを活用しながら、他のプロモ

ーションもしっかり組み合わせまして、熊本

に誘客を図りたいということでございます。 

 

○城下広作委員 だったら、もうしっかり、

こちら側には何かちょっと熊本に特化して、

プラスになるような形で賢くやったほうがい

いですね、このブースね。 

 

○浦本観光振興課長 くまモンのみならず、

本県には観光コンテンツいろんなものござい

ますので、熊本には、くまモンをフックとし

て熊本に注目していただきまして、観光商品

をしっかりアピールしながら、送客に結びつ

けたいというふうに考えております。 

 

○城下広作委員 その後の続き、クルーズ

船。 

 

○浦本観光振興課長 御質問のクルーズ船の

今後の見込み等でございますけれども、クル

ーズ船の入港に関しましては、暦年で回数を

数えておりますので、令和６年の見込みにつ

きまして、まず、これまでの１月から６月ま

での実績でございますが、八代港に12隻入港

しておりまして、その他天草方面に６回寄港

がございまして、これまでに18隻が寄港をし

ております。 

 今後、７月から10月まで今のところ予約が

入っておりまして、そちらのほう予約が12回

入っておりますので、12回全て八代港の入港

でございますので、八代港につきましては、

令和６年は計24回の入港を予定しているとこ

ろでございます。 

 今後の活動見込みでございますけれども、

くまモンポート八代のほうが開港して、ここ

はしっかり熊本県と連携を取ってやっていた

だきますロイヤル・カリビアン社ございます

ので、しっかりとセールスを行いながら、さ

らなる寄港地の増、さらに、まだ本県に入港

した実績のない船社においても、セールス活

動を通じまして、ぜひ熊本の八代港に寄港し

ていただくように働きかけを進めてまいりた

いと思います。 

 それと、寄港地ツアー等でございますけれ

ども、議員御指摘のとおり、バス、こちらは

非常に悩ましい問題でございまして、運転士

不足等もございまして、バスの確保というも

のが非常に悩ましいところでございますけれ

ども、そこはしっかり、いわゆるこちらでバ

スを手配する会社等とも情報共有を図りなが

ら、満足できるようなおもてなしツアーがで

きるように、地元の八代市等とも連携しなが

ら、しっかりおもてなしを努めてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 県南振興もありますので、

しっかりこういう部分で、県南に何か少しで

もプラスになるような形の部分で貢献するこ

とが大事かなというふうに思っています。 

 以上です。分かりました。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 
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○鎌田聡委員 すみません、ちょっと数点ご

ざいます。 

 ５ページの地下水保全対策費ですけれど

も、御説明いただきまして、地下水の監視体

制ということで、観測井戸をセミコンに造る

ということでございましたけれども、どこに

幾つぐらい造られるのか教えていただきたい

と思います。 

 

○原田環境立県推進課長 お尋ねの観測井戸

の設置場所ですが、セミコンテクノパーク付

近で予定しております。 

 

○鎌田聡委員 幾つ。 

 

○原田環境立県推進課長 １つでございま

す。 

 

○鎌田聡委員 それは、観測水位の状況とい

うのは、県民に何か明らかにされるんです

か。 

 

○原田環境立県推進課長 今回の６月補正で

は、環境政策課の予算のほうで計上させてお

りますが、ページでは２ページになります。 

 こちらの説明欄の１で、地下水モニタリン

グに係るシステム構築に関する経費というの

を計上させておりますけれども、こちらと組

み合わせた形で県民の皆様に地下水がリアル

タイムで分かるように発信したいと思ってお

ります。ただ、リアルタイムで発信する数で

ございますけれども、当面は２か所程度を考

えておりまして、それ以降徐々に増やしてい

きたいと考えております。 

 といいますのが、今県のほうで設置してお

ります観測用の井戸が全部で県内34か所ござ

いまして、今回の６月補正で１つ増やして35

になる予定でございますけれども、ちょっと

全て同時にというのは予算的にも対応が厳し

いところがございますので、まずは２か所程

度ですね。これが今回新設する井戸も含むか

どうかは、ちょっとまたこれから検討をさせ

ていただきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 今年度は、２か所程度を発信

できるようにやるということで、このセミコ

ンのやつが含まれるかどうか分わからないと

いうことですけれども、このセミコン周辺の

水位というのが非常にやっぱり気になるとこ

ろですから、そこはぜひ入れ込んでいただき

たいなと思いますけれども。 

 

○原田環境立県推進課長 県民の方の御懸念

も、やはりセミコンテクノパーク周辺がまず

はどうなっているのかというような声もよく

聞きますので、最低２か所からリアルタイム

の発信はスタートをしたいと思いますが、そ

のうちの１つは、少なくともセミコンテクノ

パーク内か、もしくはその近辺を１つは必ず

入れたいと思っております。 

 

○鎌田聡委員 よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 引き続き、すみません、端的に。 

 23ページの県立技術短期大学の運動施設整

備ですけれども、運動施設って何でしょう

か。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 技術短期大学校の今現在テニスコートがご

ざいます。そのテニスコートの運動施設の整

備費でございます。 

 

○鎌田聡委員 テニスコートが、今どういう

状況なんですかね。どういう状況をどうされ

るのか教えてください。 

 

○時田労働雇用創生課長 今現在テニスコー
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トが使える施設がございますけれども、その

テニスコートを、ミニサッカーといいます

か、ミニサッカーができるような形の整備で

ございます。 

 

○鎌田聡委員 フットサル。 

 

○時田労働雇用創生課長 そうです。すみま

せん、フットサルでございます。 

 

○鎌田聡委員 分かりました。 

 すみません、３点目お願いします。 

 26ページですね。産業技術センター費で試

験研究費の新規事業ですね。 

 環境負荷の低い半導体関連製造プロセスの

開発、実用化ということで、環境負荷の低い

というのは、どういうあれですかね。水を使

わなくていいとか、大気、排水がきれいなや

つを出せるとか、水を使わなくていいという

ことになると、やっぱり地下水の水位の問題

とかを解決していきますので、ちょっとこれ

の開発次第じゃ期待が持てるのかなと思いま

すけれども、教えてください。 

 

○辻井産業支援課長 産業支援課です。御質

問ありがとうございます。 

 いただきました御質問の内容どおりでござ

いまして、まさに半導体は非常に水を多く使

うということでございまして、そこで水を使

う際の汚水の低減化ですとか、そもそも洗浄

せずに製造ができるような、そういった新し

いプロセスの開発というのを産業技術センタ

ーが中心になって行っていくと。それを横展

開していこうというような、ある種研究開発

に近いところがあるんですけれども、そうい

った事業の支援というのを行っていく予定で

ございます。 

 

○鎌田聡委員 何かこれは展望あるんです

か。 

 

○辻井産業支援課長 ありがとうございま

す。 

 こうした汚水の低減化ですとか、そういっ

た研究というのは、実は、この産業技術セン

ターの事業だけではなくて、例えば、熊本大

学さんですとか、ほかの大学さん、研究機関

でも数多く実は行われておりまして、まさに

ちょっと日進月歩で進んでいるところでござ

います。 

 今この瞬間、手元に日本全体の技術のロー

ドマップみたいなのはちょっとないんですけ

れども、まさに今、できるだけ汚水の低減化

ですとか、そういったのはニーズがあるとい

うところだと思っておりますので、そのニー

ズを日々捉えながらしっかり進めていきたい

というふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 はい。じゃあ期待しておりま

すので、よろしくお願いします。 

 それと、最後にすみません。 

 30ページ、エネルギー政策課。 

 水素エネルギーのやつですね。燃料電池車

とか水素の活用を意見交換、検証していきま

すということでありますけれども、ＦＣＶ、

燃料電池車、充電器は議会のところについて

おりましたけれども。もう取り外すというこ

とで聞いておりますけれども、熊本県の燃料

電池自動車の普及計画、ＦＣＶ車を2030年ま

でに8,000台ということで計画立てられてま

すけれども、すみません、現状何台で、この

8,000台という目標はそのまま向かわれるの

かどうか教えてください。 

 

○吉澤エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 まずは、現状の燃料電池車の台数ですけれ

ども、直近で41台ということになっておりま

す。 

 台数の目標ということにつきましては、な
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かなか自動車メーカー等との動きということ

も大きく関わってまいりますので、まずは、

今回検討会というのが、自動車メーカーだっ

たり、グリーン水素等を今検討されている日

立造船だったり、そういった今先進的に取組

をされている方々と検討会をやりながら、今

後の取組について、今からまた改めて検討を

進めさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 あと何年ですか。５～６年で

7,000何ぼですか、増やしていくというの

は、これはもう無理じゃないかなと思います

し、現状、これから検討するという話がござ

いますけれども、もう電気自動車なら電気の

ほうに何かシフトをしていくとか、それで電

気の充電器を増やしていくとか、そういうふ

うにもうちょっとどっかで切換えしていった

ほうがいいんじゃないかと思いますけれど

も、まだまだあくまでも進めるという考えで

よろしいんですか。 

 

○吉澤エネルギー政策課長 まずは、検討と

いうところは、今先生おっしゃったような課

題等がどこにあるか、そういったところも含

めて、きちっと整理をさせていただきたいと

思っております。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 課題ははっきり分かっている

とは思うんですけれども。やっぱり値段も高

いし、その充電場所もないし、なかなかそう

いったメリットを感じられてないということ

がやっぱり普及してないという状況だと思い

ますけれども、いずれにしても、そういった

課題を議論していただいて、どっかでやっぱ

り切換えを、方向性の切換えというのが必要

だと思いますので、ぜひまたよろしくお願い

したいと思います。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○立山大二朗委員 40ページお願いします。 

 40ページの特に(4)、スマート観光交通体

系構築推進事業、このあたりでちょっとお尋

ねしたいんですけれども、いわゆる観光Ｍａ

ａＳであるとか、そこら辺の整備の話になる

と思いますが、現状でどれぐらいの、例えば

市町村とかの協力があったりですとか、また

どういった範囲での今取組がなされているの

かについて伺います。 

 

○永田観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 観光ＭａａＳのほうですけれども、昨年度

の実績としましては、１次交通も、既存の鉄

道とかバス、これをつなげる周遊切符の造成

ですとか、２次、３次交通の整備、再構築と

いうことで、シャトルバスの運行でアクセス

改善を図るといった実績をしておりまして、

阿蘇市とかで綿密な連携を図っているところ

でございます。 

 そのアクセス、シャトルバスの運行のほう

ですけれども、阿蘇駅と大観峰をつなぐシャ

トルバス、あるいは立野駅と震災ミュージア

ムＫＩＯＫＵとのシャトルバスといったシャ

トルバスを走らせて、その辺りの運行のほう

で各市町村と連携を図って運行のほうを実施

しているところでございます。 

 

○立山大二朗委員 永田課長ばっかりすみま

せん。 

 阿蘇方面で非常に今取組がなされているの

かなというふうに思うんですけれども、実際

に、例えば、インバウンドとかが増えてい

て、ただ、結構、お越しいただいた方々が、

ラストワンマイルといいますか、大きな駅ま

では来られるんだけれども、そこから先どう

行っていいか分からないという方が非常に多
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いということでお話をたくさんいただいてお

ります。 

 実際に、例えば、ウェブサイトとかで事前

に、こういったのが熊本で観光ができそうだ

というのは分かっているんだけれども、例え

ば、私の山鹿であれば、八千代座まで行きた

いんだけれども、じゃあ熊本空港着きまし

た、その後どうやって行っていいか分からな

いとか、非常にアクセス面で、特に外国の方

であったり、また、県外の方には非常に分か

りづらい状況がまだまだ続いているなと。 

 もちろん、これは市町村の努力も必要なん

でしょうけれども、このスマート観光交通体

系というものがどんどん整っていって、本当

にちゃんと観光ＭａａＳが整っていって、も

っとスマートフォン上とかでちゃんとそこの

アクセスが非常に分かりやすくなっていくよ

うに、もちろん予約とかまで含めてですね。

非常にいい取組だと思うんです。 

 現状でこれだけの予算をつけていただいて

ますけれども、やはりこれは全県的に取り組

んでいただけるような形に、だから、今の段

階はモデルだと考えて広げていただきたいな

と思うんですが、どういったお考えがあられ

るか伺います。 

 

○永田観光企画課長 観光企画課です。 

 観光ＭａａＳは、観光客にとって、車がな

くてもスマホ１台で行きたいときに行きたい

場所に行ける、これを達成することが目的と

いうふうになっておりまして、その実証実験

を受けて、観光地までの２次交通の課題解決

を図って、デジタル媒体等で検索とあと予

約、決済まで１台でできるということで、観

光ＭａａＳのほうを推進しているところでご

ざいます。 

 現在、主には阿蘇市と南阿蘇村、こちらを

中心に実施しておりまして、例えば、３次交

通のほうであれば、レンタルサイクルとか電

動キックボード、この辺りも使って、できる

だけ目的地まで達するような形で今サービス

のほうを展開しております。 

 今のところは、阿蘇方面だけを実証実験と

してする予定でございます。 

 

○立山大二朗委員 今のところは、阿蘇で実

証実験やって、そこから先の展開は、まだ検

討されてないということでよろしいんでしょ

うか。 

 

○永田観光企画課長 そうですね。今のとこ

ろは阿蘇で実証実験を繰り返しまして、もし

これがうまくいって、３次交通までスムーズ

に交通手段が担保できるようであれば、ほか

の地域でも展開していきたいというふうに思

っておるところでございます。 

 

○脇政策審議監 観光戦略部ですけれども、

ちょっと追加をさせていただきます。 

 足回りを今実証事業という形で阿蘇地域で

行ってます。これは、２次交通、３次交通が

不便ですと、少子高齢化で運転免許を持たな

いような国内のお客様、それから海外のお客

様が非常にやっぱりアクセスが難しいという

ことで、まずはどういった形で観光地に上手

につなげられるのかということを、シャトル

バス、それからバス、電車で、ダイヤ改正も

含めて、今議論を進めているところです。こ

の実証実験の結果を踏まえて、その結果のい

いところ、メリット、デメリットをきれいに

整理した上で、県内各地にうまく導入してい

きたいというふうに思ってます。 

 それと、最後はやっぱりスマホで動くとい

うことは非常に大事になってくる。先ほど説

明しましたように、チケットを購入したり、

もしくは時間を検索したりということがあり

ますけれども、今、九経連とそれから九州知

事会と連携をして、九州ＭａａＳというとこ

ろに熊本県も参入をしております。このシス

テムについてもしっかりと活用させていただ
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いて、全県下でできるだけ早くＭａａＳシス

テムが使えるように今後努力をしていきたい

と思っています。 

 以上です。 

 

○立山大二朗委員 ありがとうございます。

大変心強く、終わりは答弁していただいてう

れしいです。 

 （10）のほうでも、スマートツーリズム基

盤創生・活用事業ということで、いろいろデ

ータ取って、それを活用していくということ

で今回上げていただいてますけれども、本当

にデジタルもののいいところって、様々なと

ころで連携して、それを拡大できていくとこ

ろだと思うんですよね。本当に阿蘇の実証事

例が積み上がってきたら、全県的に波及でき

るような形で取り組んでいただければありが

たいなと思うところです。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○吉永和世委員 エネルギー政策課ですか

ね。ＦＩＴ期間が終了した電力って書いてあ

るんですけれども、これはどういう電力なん

ですか。 

 

○吉澤エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 例えば、家庭用ですとＦＩＴ期間が10年と

か、事業用ですと20年とかありますので、そ

のＦＩＴ期間が終了しても、まだ発電してい

る電気、これがＦＩＴ期間終了後は電気代が

非常に安くなってしまいますので、その後撤

去される場合もあると。そういったＦＩＴ期

間が終了して安くなった電気を集約すること

ができないかと、そういった課題検討でござ

います。 

 

○吉永和世委員 安くなった電気を買います

ということ……。 

 

○西山宗孝委員長 資料は30ページです。 

 

○吉澤エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 集約するといいますか、買うというよう

な、集めるというか、その電気を、これはア

グリゲーターということで世間では言うらし

いんですけれども、集める人というような形

の立場の人が電気業界にいらっしゃって、そ

ういう方が束ねて、それを一定程度集めて、

まとめて電気を売るというようなスキームが

ありますので、そういうような形ができない

かというのを検討していくと。それを県庁舎

なり先行地域で活用できないかということを

検討していくということでございます。 

 

○吉永和世委員 分かりました。これがもう

ＦＩＴが終了するというのがそろそろ出てく

る時期なんですかね。そういった電力を有効

活用するという意味においては、非常にいい

取組だと思いますので、ぜひ頑張っていただ

きたいなと思います。 

 もう１ついいですか。 

 観光戦略の中で、今観光地各地域は、市町

村で観光戦略を持っていろいろこう発信され

ているというふうに思うんですけれども、そ

れと、県は県で結局環境戦略って持ってます

よね。ということで、地域によっては少ない

予算で、要は観光情報とかそういうのを発信

しているということなんですけれども、これ

までのやり方じゃなくて、もう県がある意味

まとめて熊本県として観光資源の発信という

のをやるような取組というのはできないもん

かな。少ない予算でやってもしようがないの

かな。 

 何でそういうことを言うかといいますと、

インバウンド対策で、結局、日本、九州を外

国から見たら島にしか見えない。要は、さっ
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き面という言葉が出てきましたけれども、こ

れは島と。九州ＭａａＳじゃないですけれど

も、一つの島と見たときに、やっぱりそこを

誰か一本で情報発信していくという形、この

九州内で何本も出てきてもしようがないの

で、だから何かまとめてやるという発想の中

で、熊本県は熊本県が取りまとめて発信して

いくというような取組もあってもいいのかな

って、ちょっとこう――それは金がかかると

いうことですよ、要は情報発信するのにね。

だから、金かかるので、そういった取組とい

うのも新たにできないものかなってちょっと

こう思ったりもするんですけれども、そうい

った検討というのは、なされてないと思いま

すけれども、今後どうなんだろうなってちょ

っと思ったりするんですけれども、そこら辺

は……。 

 

○倉光観光戦略部長 吉永先生、ありがとう

ございます。 

 我々としましては、市町村でも発信をして

いただくけれども、その中で、当然全県下に

観光客来ていただきたいので、その中から、

やっぱり磨き上げられて、いい素材という

か、というものは、これまでもなかなか届い

てないということだなと今認識したんですけ

れども、県全体の観光の例えばホームページ

だったりとか、そういったところで今発信を

しているところです。 

 あとは、ちょっと個別になりますけれど

も、地道な取組としては、例えば、それぞれ

海外の方、そこの旅行者の方とかに来ていた

だいて、いわゆるもう大観光地である阿蘇の

みならず、いろんな各地域にお連れしたりと

か、そういった取組も同時にやってるところ

です。 

 確かに、おっしゃるとおり、それぞれ事業

レベルで、そのときにサイトをつくってと

か、いろんな発信の窓口が確かに今散在して

いるというか、という状況ではございますの

で、我々としても、次期観光計画を今素案を

つくっているところですけれども、それを中

心に、もっと県として、本当外から見えるよ

うに、大プロモーションというか、大と言っ

たらちょっとあれですけれども、まだ予算も

ついてませんので、というのは、ぜひ展開し

てまいりたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 

○吉永和世委員 さっき部長が言われた宿泊

客数840万人、過去最高だと。インバウンド

100万人ということで、大体全国を平均する

と、８割が国内の方々の旅行で、２割がイン

バウンドというような、そういうデータが出

ているということなんですけれども、まだ熊

本はその２割に達してないのかなという感じ

なんですけれども、インバウンド戦略、国内

とインバウンド戦略、これは両方ないといけ

ないんでしょうけれども、インバウンドに対

して戦略持ってやっていく必要があるのかな

ってちょっと思ったりしたので、その対応と

して考えていく必要があるのかなと思います

けれども。 

 

○脇政策審議監 委員おっしゃるとおり、特

にインバウンドに関しましては、熊本１県だ

けで、やっぱり島の中の本当に一部なので、

なかなかブランド浸透というのは伝わってい

かないというところがありますので、今の九

州７県で九州観光機構という組織をつくって

ます。 

 ここには、九州７県、それから九州の経済

界から人とお金を出して一生懸命いろんな観

光施策を展開しているんですが、その中心と

なるのがインバウンド戦略です。こちらで、

実は、欧米、それからアジアを中心にしっか

りと宣伝活動をしてます。 

 特に、最近は、欧米、それからアジアにつ

いても、私ども観光レップというふうに先ほ

どちょっと御説明させていただきましたが、
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現地代理人という形で我々の代わりに営業と

か宣伝をするような部隊を台湾に置いている

んですが、九州観光機構においては、イギリ

スとか、ああいった欧米、それから韓国と

か、ああいったところにも置かせていただい

て、九州全土となってインバウンドについて

も広告していっているという状況です。 

 だからといって、熊本がインバウンドの広

告をしないということではなくて、全体でや

る部分とそれから熊本のアピールをしっかり

する部分と、きっちりとうまくすみ分けをし

ていきながら、役割を持ちながら、今後も引

き続きインバウンド戦略を進めていきたいと

思っております。 

 

○吉永和世委員 安心しました。インバウン

ド戦略と、それと国内、それと、要は、熊本

県内の市町村の観光資源、これをしっかりと

情報発信していただいて、満遍なく行ってい

ただくのが一番いいんですけれども、なかな

か、選ばれるほうだから非常に難しい部分あ

るんですけれども、しっかり情報発信をして

いただいてもらえればなと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号及び第４号について、一

括して採決をしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

  (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認め、一括

して採決をいたします。 

 議案第１号外１件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外１件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、今回付託されました請第15号及び第

16号を議題といたします。 

 請第15号及び第16号については、内容が全

く同じですので、執行部から一括して状況の

説明をお願いします。 

 

○三角消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 請第15号及び請第16号、地方消費者行政に

対する国の財政支援(交付金等)の継続・拡充

を求める意見書の提出を求める請願について

御説明申し上げます。 

 地方消費者行政に係る国の交付金のうち、

市町村の消費生活相談員人件費等に活用でき

る推進事業費分については、活用期限が定め

られています。 

 具体的に申し上げると、全国で約300自治

体が、本県でも12自治体が、令和７年度末ま

でに相談員人件費の活用期限を迎えます。 

 このため、自主財源での予算確保が難しい

自治体においては、相談員の任用継続の課題

が発生するなど、地方消費者行政が後退する

おそれがあります。昨年６月の県議会でも同

様の請願が行われ、御採択いただいておりま

す。 

 また、県といたしましても、全国知事会や

国への施策提案など、機会を捉えて交付金の

継続、拡充を要望しており、県内市町村にお

いても、市長会や町村会を通して要望が行わ

れております。 

 地方消費者行政を安定的に推進させるため

にも、地方消費者行政に対する国の財政措置

は不可欠と考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○西山宗孝委員長 ただいまの説明に関しま

して質問はありませんか。 
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○城下広作委員 いつも思うんですが、同じ

内容で団体が違うから２か所から出るという

ことなんですね。これは、出す側としては、

やっぱりそういうほうがいいんでしょうか

ね、やっぱり。 

 

○三角消費生活課長 今回２つ請願御提出い

ただいておりますのは、１つが、熊本県弁護

士会、１つが、内閣総理大臣認定の適格消費

者団体ＮＰＯ法人消費者支援ネットくまもと

からということで、別団体からの提出という

ことでございますので、２つということで聞

いております。 

 

○城下広作委員 分かりました。 

 同じ内容だから、何かこうまとまってもい

いのかなという感じだけれども、団体が違う

から別に出したいということなんですよね。

了解です。 

 

○西山宗孝委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 次に、採決に入ります。 

 請第15号及び第16号については、いかがい

たしましょうか。 

   (｢採択」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 ただいま採択という声が

ありました。採択についてお諮りします。 

 請第15号及び16号を採択するということに

つきまして御異議ありませんか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 異議なしと認めます。よ

って、請第15号及び第16号は採択とすること

に決定いたしました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第15号

及び16号は、国に対して意見書を提出しても

らいたいという請願であります。 

 そこで、意見書案について事務局から配付

をさせます。 

  (事務局から意見書(案)配付) 

○西山宗孝委員長 ただいま配付しました意

見書案は、請願の趣旨、理由とほとんど内容

が変わらないようでありますが、この案のと

おりでよろしいでしょうか。 

  (｢はい」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認め、この

意見書案により、議長宛に提出することに決

定いたしました。 

 次に、今回付託されました請第17号を議題

とします。 

 請第17号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○三角消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 請第17号、消費者自立のための生活再生総

合支援事業の継続を求める請願について御説

明いたします。 

 この生活再生総合支援事業は、多重債務や

熊本地震等の自然災害、感染症の影響による

生活資金不足等の理由により、生活再生の支

援が必要な県民に対し、家計診断や債務整

理、生活資金の貸付けなど、総合的な支援を

行うものでございます。 

 事業は、平成22年度から、グリーンコープ

生活協同組合くまもとに委託し、実施をして

おります。 

 これまでの14年間に、貸付額約３億1,000

万円を含む約87億円の県民生活に対する経済

効果が発生しております。 

 また、熊本地震や県南豪雨災害被災者に

1.5％の特別金利で生活資金の貸付けを行っ

たり、コロナ禍で失職したり収入が減った方

々や物価高で生活が困窮している方々の生活

再生も支援しております。 

 昨年６月の県議会でも、同様の請願が行わ

れ、御採択いただいております。 

 本事業は、多重債務問題を掘り起こし、相

談につなぐとともに、単に貸付けを行うので

はなく、生活再生に向けて親身な支援を貸付



第２回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和６年７月２日) 

 - 49 - 

けから返済完了まで継続して行うなど、非常

に重要な事業だと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○西山宗孝委員長 ありがとうございまし

た。 

 ただいまの説明に関しまして質疑はありま

せんか。 

  (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 次に、採決に入ります。 

 請第17号についてはいかがいたしましょう

か。 

    （「採択」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 採択という意見がありま

すので、採択についてお諮りをいたします。 

 請第17号を採択することに御異議ありませ

んか。 

    (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第17号は採択とすることに決定い

たしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りをします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

   (｢はい」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が５件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いいたします。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 報告資料①、熊本県地下水保全推進本部に

ついてを御覧ください。 

 熊本の地下水の確実な保全を図るため、庁

内関係部局が一体となって、取組を迅速かつ

強力に進めていくための推進本部を新たに立

ち上げました。 

 当本部会議は、知事を本部長とし、両副知

事、庁内関係部長等で構成します。 

 その下に、庁内関係所属長等で構成する幹

事会を設置し、実質的な検討や対応を行いま

す。幹事会には、検討テーマに応じ、市町村

等の関係者にも出席を依頼する予定です。 

 その下の３は、今年５月27日に開催した第

１回本部会議の概要です。 

 報告事項１、熊本の地下水の現状と保全に

係る取組について、環境生活部から、半導体

関連企業の集積を見据えた地下水量の保全対

策、法令等に基づく監視、半導体関連企業集

積に伴う環境モニタリング、有機フッ素化合

物であるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの水質調査や硝

酸性窒素対策などについて、また、土木部か

ら下水処理施設、企業局から有明工業用水道

について取組状況の報告を行いました。 

 次に、報告事項２、推進本部での対応項目

といたしまして、地下水の量と質の保全にお

いて、こちらに記載をしております項目に取

り組むこと、そして、県民の皆様に対し、的

確に情報発信を行っていくことを説明し、そ

の後、意見交換を行いました。 

 なお、次ページ以降に当日の会議資料を添

付しております。 

 最後に、１ページにお戻りいただき、４の

今後の予定でございますが、下部組織の幹事

会において実質的な議論や対応を行ってまい

りまして、その結果等を次回以降の本部会議

において報告していく予定でございます。今

年度は、もう１～２回本部会議を開催する予

定です。 

 報告事項①は以上です。 

 

○佐藤水俣病審査課長 水俣病審査課です。 
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 続きまして、報告資料の②をお願いいたし

ます。 

 水俣病対策の状況につきまして御説明しま

す。 

 まず、１の(1)ですが、昨年度は６回の審

査会を開催し、105人の審査を実施しており

ます。 

 次に、(2)ですが、表の下段に未決定者の

推移を記載しておりますが、先ほど御説明し

たとおり、本年５月末時点で331人まで減少

しております。 

 未決定者の中には、検診等の日程調整が困

難な方や移動が困難な方など、審査に時間を

要する方々が約５割おられます。また、約６

割の方が再申請者となっています。 

 審査に時間を要する方々については、自宅

訪問等により調整を重ねるとともに、往診や

送迎支援を行うなど、より丁寧な対応を行っ

てまいります。 

 次に、２ページをお願いします。 

 ２の裁判等の状況ですが、継続中の裁判

は、先ほど８件と御説明いたしましたが、表

がその内容でございます。 

 なお、昨年度は、①と④の訴訟において判

決が出されました。 

 ①の判決の概要は、下段の点線囲みの①の

とおりです。 

 ３月22日に、熊本地裁において、原告ら

144人全員の請求を棄却する判決が出されま

した。このうち25人に対しては、水俣病罹患

を認めましたが、除斥期間の適用により損害

賠償請求権を棄却したものでございます。そ

の後、原告らが控訴しております。 

 参考として、３ページに判決の詳細を記載

しておりますが、説明は割愛させていただき

ます。 

 なお、④の近畿判決につきましては、昨年

の９月議会の本委員会において概要を説明し

ておりますので、今回は割愛させていただき

ます。 

 他の訴訟を含め、引き続き、県としての主

張、立証を行い、適切に対応してまいりま

す。 

 水俣病審査課は以上です。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 ４ページ、３、ＪＮＣ株式会社の令和５年

度決算の概要です。 

 化学品の輸出回復や水力発電所の発電量増

などにより、売上高は、前年度比増の546億

円、一方、連結グループ子会社からの配当金

減少などにより、経常利益は、前年度比減の

18億円でした。 

 令和５年度も、平成12年金融支援抜本策に

おける経常利益目標額の53億円を下回りまし

たが、チッソが水俣病患者補償支払いを確実

に実施することは確認しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 参考２は、金融支援抜本策に基づく今年度

の金融支援を図にしたものです。 

 一番右のチッソ(株)に記載の①経常利益

(ＪＮＣ)の18.4億円、こちらから、その下の

②民間金融機関による無利子化相当額13.2億

円を内部留保し、残りの5.2億円を、左斜め

上の③患者補償費13億円の一部としてチッソ

が支払います。患者補償費の残額7.8億円に

ついても、チッソが手元現金等から支払いま

す。 

 この結果、その下の⑥今年度の公的債務に

対するチッソの可能な範囲で返済する額はゼ

ロ円となります。 

 そのため、左から２列目、県特別会計の約

定償還のうち、患者県債分(ア)5.4億円につ

きましては、右から２列目、下のほうの幅広

い矢印に記載のとおり、８割の4.3億円に国

の補助金が充当され、２割の1.1億円は特別

県債で手当てします。この特別県債は100％

交付税措置されます。 

 次に、左から２列目、約定償還枠内、下の

ほうに記載のＨ７一時金県債、特別県債、Ｈ
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22一時金県債の計18.6億円については、県一

般会計から繰り出し、返済いたします。この

繰出金につきましても、大部分は交付税措置

されます。 

 参考２は以上です。 

 今後とも、国とともに、チッソ業績改善計

画の進捗状況に注視してまいります。 

 報告事項②は以上です。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 報告資料③をお願いします。 

 水俣湾環境対策基本方針に基づく水俣湾の

環境調査結果及び水俣湾埋立地の点検・調査

結果について御説明いたします。 

 １の水俣湾の水質等の水銀調査結果でござ

います。 

 (1)の調査の趣旨のとおり、平成13年に策

定した水俣湾環境対策基本方針に基づき、中

長期的視点から水俣湾の環境状況を把握する

ために、毎年実施しているものでございま

す。 

令和５年度の結果は、(3)のとおり、水

質、地下水ともに総水銀は検出されておりま

せん。また、底質も暫定除去基準値を下回っ

ております。さらに、魚類調査につきまして

も、水銀の暫定的規制値を下回っておりまし

た。 

 (4)の今後の対応ですが、今年度も引き続

き、同様の調査を実施する予定としておりま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２の水俣湾埋立地の点検・調査結果でござ

います。 

 これは、港湾課、都市計画課が担当してお

りまして、(1)の点検・調査の趣旨のとお

り、水俣湾環境対策基本方針に基づき、埋立

地の安全性の確認と必要な補修の把握を目的

として毎年実施しているものでございます。 

 令和５年度の結果は、(3)のとおり、アの

埋立地護岸前面海域及び埋立地内地下水の水

質調査では、総水銀、アルキル水銀ともに検

出されておりません。 

 イの地盤高測定では、異常な沈下及び陥没

は見られませんでした。 

 ウの構造物変状調査でも、構造に影響を及

ぼすような変状等は見られませんでした。 

 今年度も、同様の点検と調査が予定されて

おります。 

 環境保全課は以上です。 

 

○山田商工政策課長 商工政策課でございま

す。 

 熊本県中小企業振興基本条例に基づく取組

について御報告いたします。 

 Ａ３カラー横書きの報告資料④になりま

す。よろしくお願いします。 

 まず、資料の構成について御説明いたしま

す。 

 左側の白い背景の欄には、令和５年度の取

組を、中央の赤い背景の欄には、令和６年度

の取組予定などを、そして右側の青い背景の

部分には、関連するデータや写真などを掲載

しております。 

 資料に記載のとおり、昨年度も、中小企業

の振興に向け、各種施策を講じております

が、特筆すべきこととしまして３点、１点目

が、公契約条例の施行、２点目が、物価高等

に対する支援、３点目が、新型コロナの影響

を受けた中小企業等への支援が挙げられま

す。 

 時間の都合もございますので、主にこれら

に関する取組について、資料の朱書き部分で

御説明させていただきます。 

 まず、１ページのⅠ、条例の周知、受注機

会の増大等の欄を御覧ください。 

 右枠には、官公需発注率の推移をグラフで

示しています。令和４年度の実績は、県内中

小企業への発注率が83.2％と高い水準を維持

しています。 
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 また、左枠に記載のとおり、昨年度は公契

約条例が施行されました。引き続き、条例の

広報、周知に取り組みながら、県内事業者の

受注機会の確保に取り組んでまいります。 

 続きまして、Ⅱ、中小企業振興に関する基

本方針に基づく取組の(3)中小企業者の経営

基盤強化に必要な経営資源の確保を御覧くだ

さい。 

 ここでは、物価高に対する支援について御

説明いたします。 

 国においては、原材料高、エネルギーコス

ト、労務費などの上昇を踏まえ、適切な価格

転嫁を行い、成長と分配の好循環を目指すこ

ととされています。 

 左枠、④の朱書きのとおり、県では、利益

向上による持続的な賃上げ等を実現するた

め、補助事業を活用し生産性向上に取り組

み、賃上げを行う事業者に対して、補助事業

に係る自己負担分の一部補助を行いました。 

 また、⑤のとおり、適切に価格転嫁できる

機運を醸成することを目的に、商工団体等と

価格転嫁の円滑化に関する協定を締結し、啓

発セミナーを開催したところでございます。 

 今後も、協定に基づき、関係団体と協力し

周知啓発に努めるとともに、下請企業との望

ましい取引慣行の遵守などを企業が宣言する

パートナーシップ構築宣言の登録企業に対

し、補助金審査の際の加点措置等の優遇措置

を検討するなど、価格転嫁を望む望ましい取

引慣行を推進してまいります。 

 続きまして、最後のページになりますけれ

ども、４ページをよろしくお願いします。御

覧ください。 

 Ⅲ、小規模事業者に関する取組を御覧くだ

さい。 

 昨年度は、新型コロナウイルスの類型見直

しにより、感染者数の増加等を理由とした行

動制限は行われませんでしたが、コロナ禍の

影響が残る事業者を支援するため、左枠①の

とおり、商店街組織が実施する人流回復を図

るための取組や、②のとおり、商店街自らが

特色を生かし、多様性のある商店街に進化さ

せていく取組などを支援してまいりました。 

 今年度は、中央の欄の最下段の購買意欲喚

起に係る取組を支援するほか、円滑な事業承

継のための支援にも取り組んでまいります。 

 今後とも、本条例に基づき、中小企業小規

模事業者の皆様の取組をしっかりと支援して

まいります。 

 商工政策課は以上でございます。 

 

○辻井産業支援課長 産業支援課です。 

 報告資料⑤ＵＸイノベーションハブの整備

方針をお願いします。 

 おめくりいただきまして、２ページをお願

いします。 

 ＵＸプロジェクトについてです。 

 半導体・自動車関連産業に続く第３の産業

の柱となる新たな産業の創出のため、ＵＸプ

ロジェクトを推進しております。 

 ３ページでございます。 

 第１期計画では、交流や共同実験を行うた

めの施設の提供をテーマとして設定させてい

ただいているところでございます。 

 おめくりいただきまして、４ページをお願

いします。 

 ＵＸプロジェクトの計画におきまして、令

和８年度までにＵＸイノベーションハブの開

設を予定しております。 

 おめくりいただきまして、６ページをお願

いいたします。 

 ＵＸイノベーションハブの整備場所につい

てでございます。 

 ＵＸプロジェクトは、大空港構想の一環と

して実施しています。ハブの整備は、空港に

近く、ライフサイエンス関連企業も立地して

いるテクノ・リサーチパーク内の県有地に整

備する予定としております。 

 ページ飛ばしまして、９ページをお願いし

ます。 
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 整備方針といたしまして、既存のテクノポ

リスセンター、①の写真のところでございま

すが、こちらをリノベーションする形で整備

を行いたいというふうに考えております。 

 おめくりいただきまして、10ページをお願

いします。 

 県有地及び熊本産業支援財団所有の建物を

プロポーザル方式により民間事業者に売却す

る方針でございます。県有地の売却金額とし

て４億4,267万円の売却金額を見込んでお

り、歳入予算として計上しております。 

 最後、11ページのスケジュールについてで

ございますが、今年度中にプロポーザル公

募、審査等を実施し、令和７年２月議会にて

財産の処分に係る議案を提出する想定でござ

います。 

 産業支援課は以上です。 

 

○西山宗孝委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 質疑というか、ちょっと確

認だけです。 

 ①番の地下水保全推進の関係で、このすば

らしいパンフがあります。これを見せていた

だいて、これをちょうど開けたところのこう

いう感じの部分でいただいて、熊本の地下水

がなぜ豊富かというのが書いてあって、右下

の部分で、ちょうど平成16年から人工涵養が

始まって、地下水の水位も上がり、江津湖の

湧水も上がるということで、このグラフで分

かる。涵養が効果はしてる。 

 私は、よく熊本の地下水は、阿蘇に降った

雨が、50年、100年後に熊本に来て地下水に

なってるっていうことをイメージで聞きよっ

たもんだから、これは、実際に平成16年から

涵養したら増えたということだから、50年、

100年はかからぬということになるという理

屈でこのグラフでは見えるんですけれども、

ちょっとその辺のことの考えを。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 委員お尋ねの地下水の流れでございますけ

れども、熊大の専門の先生のお話にもよるん

ですけれども、聞いたお話なんですが、阿蘇

に降った雨といいますのは、基本的には阿蘇

のカルデラ内にしみ込んで、そのカルデラ内

で自噴してるのが多いそうでございます。ご

く一部僅かな量が白川に流れ込んでおるよう

でして、実際に熊本市民を中心に使っており

ます地下水といいますのは、白川の中流域で

すね、菊陽町ですとか大津町、あの辺りで降

った水がそのまましみ込んで江津湖辺りで噴

出していると。いわゆる地下水盆は、この熊

本地域にあるという、そういうふうなことで

ございました。 

 ですので、なかなか目に見えない地下水の

流れをつかむのは難しいんですが、その白川

中流域で降った雨が地下に浸透して江津湖辺

りまで到達するのには、大体10年くらいでは

なかろうかというふうに言われているようで

ございます。 

 

○城下広作委員 グラフで見るとそうなりま

すよね、理屈から見ると。このグラフで見る

と、そういうふうに読み取れる。ということ

は、とにかく涵養をしっかり担保すると、あ

る程度熊本市内で使う水というのは、その分

確保できるというふうにも、これで見取れる

という話ですたいね。 

 

○木原環境政策課長 委員おっしゃるとおり

でございます。 

 

○城下広作委員 これをつくった意味が、そ

ういうことをしっかりＰＲするという形の部

分でしょうから、了解でございます。分かり

ました。 
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○西山宗孝委員長。ほかにありませんか。 

 

○河津修司委員 ちょっと待ってください。

その説明が、阿蘇の人にとって、非常にもう

皆さん反発するわけですよ。私が、一般質

問、去年聞いたときも、そういう答えだった

もんだから、どこまで本当に信用でくっとや

て話なんですよ。誰が認めたですかって、熊

大の先生が、誰か言ったか知らぬけどです

よ、誰がそんなことを認めるんですか。 

 

○原田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 阿蘇の方々のほうから、熊本市内の地下水

には随分阿蘇が貢献しているはずだという御

意見は、私のほうも伺っております。 

 地下水の保全条例上は、その地下水盆とい

う考え方でやっぱりくくりがある程度あるん

ですけれども、ただ、実態としまして、阿蘇

で降った雨が白川のほうに流れて、それが白

川のほうで農業用水などでくみ上げられて、

結果、それが地下水となって熊本市のほうに

来ているという流れはございますので、ちょ

っとその辺り私たちも今年度勉強しながら、

今年立ち上げました地下水の保全推進本部の

中でも、この阿蘇エリアの地下水、熊本への

地下水の貢献の具合と、あと、それにどうい

った形でそこを評価して報いることができる

かと。この辺りの支援の仕組みも含めて検討

を進めさせていただきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 

○河津修司委員 もうぜひその辺は、阿蘇の

人も納得するような説明と、その資料もどう

いったものがあるのか知らぬけれども、いろ

んな方が研究されているのは分かるけれど

も、その一部の方なのか、大勢的にそういっ

た大学の先生かなんか知らぬけれども、それ

が本当に正しいのかどうかというのをちょっ

といろいろ検討してもらって、納得いく説明

をしてください。 

 

○木原環境政策課長 環境政策課です。 

 先ほど私の御説明申し上げました下部組織

の幹事会に、テーマによって市町村の方を依

頼して出席していただく予定にしておりま

す。そちらの幹事会で、具体的な議論とか対

応、検討を行ってまいりますので、阿蘇郡市

の市町村の皆さんも出席依頼をして、ぜひそ

ういった具体的な議論等を行いながら、阿蘇

にどういった支援ができるのかというのを検

討してまいりたいと思います。 

 ちなみに、本部会議第１回目立ち上げの５

月27日の前に阿蘇地域の全市町村を回って、

今の同様の御説明をしてまいったところでご

ざいますので、引き続きそういった検討をし

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○河津修司委員 もうぜひその辺をしっかり

説明をしていただきたい、検討してもらいた

いと思います。 

 

○西山宗孝委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了します。 

 次に、その他のその他に入りますが、委員

から何かございませんか。 

 

○廣畑環境保全課長 環境保全課でございま

す。最後に申し訳ありません。 

 午前中の主要事業説明の中で、鎌田委員か

ら御質問のありましたＪＡＳＭ第２工場地下

水取水量の件でございます。 

 確認できましたので、御報告したいと思い

ます。 

 ＪＡＳＭから提出がありました計画書、令

和６年度から令和10年度までになるんですけ



第２回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和６年７月２日) 

 - 55 - 

れども、第１工場と第２工場を合わせまし

て、地下水採取量が最大となる令和10年度以

降の年間地下水採取量は803万トン、これは

日量２万2,000トンになるんですけれども、

そういう報告になっております。 

 第１工場の年間地下水取水量が約310万立

米でございますので、これは日量8,500立

米。これは委員がおっしゃった数値になりま

すけれども、その量になります。第２工場の

年間採取量は、約500万トンになると推測さ

れます。これは日量１万3,500立米というこ

とになります。 

 以上、御報告まで。以上でございます。 

 

○西山宗孝委員長 そのように報告がありま

したが……。 

 

○鎌田聡委員 すみません。１万3,000何ぼ

だったですか。 

 

○廣畑環境保全課長 １万3,500となりま

す。 

 

○鎌田聡委員 日量ですね。 

 

○西山宗孝委員長 よろしいですか。 

 質疑は、ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第２回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 

  午後２時48分閉会 
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